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 この報告書は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」（第２６条）の

規定に基づき、平成２９年度の教育委員会の権限に属する事務の管理と執行の

状況について、学識経験者の知見を活用して点検及び評価を行うとともに、併

せて平成３０年度の教育委員会の権限に属する事務の管理と執行の状況の中間

実績について、点検及び評価を行い、作成・公表するものです。 
 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 
 
（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により

教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定に

より事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況に

ついて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提

出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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第１章 点検及び評価の概要 

 
 
１ 点検及び評価の対象 

 
教育委員会の事業は年度単位で執行されているため、教育委員会の点検及び

評価は次年度に入ってから行うこととしています。 
本年度の点検及び評価は、「平成２９年度当別町教育推進計画」及び「平成３０年

度当別町教育推進計画」の重点的取組に位置付けされた施策を点検項目として

選定しました。 

 
 
２ 点検及び評価の内容 

 
教育委員会会議の開催状況、審議案件など教育委員会の活動状況を明らかに

するとともに、当別町教育予算の概要の重点施策に位置付けされた施策・事業

等の点検・評価については、個別に取組状況を点検し、成果と課題を踏まえ

今後に向けた方向性を明らかにしています。 
 また、教育委員会の活動状況や施策・事業等の点検及び評価の客観性を確保

するとともに、今後の取組に反映させるため、教育に関し学識経験を有する方

から点検及び評価に関する意見や助言をいただきました。 

 

 
３ 点検及び評価の公表 

 
点検及び評価の結果をまとめた報告書を当別町議会に提出するとともに、

町民に広く公表します。 
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第２章 教育委員会の活動状況 

 
 
１ 教育委員会会議の開催状況 
 

教育委員会の会議は、地教行法及び当別町教育委員会会議規則に基づき、教育長

と４人の教育委員が主要な教育施策の策定、変更及び実施に関すること、教育委員会

規則等の制定、教育に関する様々な課題について審議しています。 
それぞれの会議においては、事務局から付議案件の提案説明や報告事項等につい

て説明が行われた後、教育長と教育委員による慎重な審議を経て、決定、了解、承認さ

れてきたところです。 
さらに、会議以外においては、現場の状況を把握したうえでの審議が行われるよう、

学校や教育関係施設の視察、各種行事への参加を行っています。 
今日の教育を取り巻く課題は、複雑・多様化しており、今後においても諸課題

等に対応した施策の推進に向けて、引き続き十分な審議を行い、地域教育の更なる

充実のため、町民の積極的な参画と協働の下、多様で質の高い教育行政を積極的に

推進していく必要があります。 

 
  開催状況 

教育委員会会議については、当別町教育委員会会議規則第４条第１項の規定に基づ

き毎月定例会を開催し、また、同条第２項の規定に基づき必要に応じて臨時会を開

催しています。 
平成２９年度については、下記のとおり合計１３回の会議が開催されたところ

です。 
① 定例会  １２回（毎月） 
② 臨時会   １回（３月） 
平成３０年度９月末日までについては、定例会が６回、臨時会が１回の合計７回開催

されています。 

 
  審議案件 

教育委員会会議での審議事項については、当別町教育委員会事務委任規則第１条

の規定に基づき審議しています。 
また、同規則に規定されていない事務局報告事項についても、質疑応答を行って

います。 

 
  研修会 

  定例会議後、教育課題に関する独自の研修会を毎回１～２時間実施しています。 

  【主なテーマ】 

  ① 小中一貫教育 

 ② 一体型義務教育学校 
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 ③ 働き方改革 

  ④ 児童生徒理解 

  ⑤ 学力・体力向上 

  ⑥ 当別町ふとみ保育所民営化 

⑦ 議会報告 
 

平成２９年度については、下記のとおり審議及び報告が行われたところです。 
① 当別町教育委員会事務委任規則第１条に基づく審議事項 

・議決案件 ２６件 ・協議案件 １１件 ・報告案件 ２３件 
② 事務局報告事項 ８０件 
③ 付議案件一覧 

 
日 程 付  議  案  件 

H29.4.19 （報 告） 

・ 第４次当別町生涯学習推進計画の中間評価について 

・ 当別町保育に関する条例並びに子ども・子育て支援法及び児童福祉法施行細則

の一部を改正する規則制定について 

・ 臨時代理の報告について（当別町教育委員会行政組織規則の一部を改正する規

則制定について） 

・ 臨時代理等の報告について（当別町障がい児保育事業実施規則の一部を改正す

る規則制定に係る協議案について） 

・ 臨時代理等の報告について（当別町要保護児童対策地域協議会設置規則の一部

を改正する規則制定に係る協議案について） 

・ 臨時代理等の報告について（当別町要保護児童対策地域協議会ケース検討会設

置要綱の一部を改正する訓令制定に係る協議案について） 

・ 臨時代理の報告について（教育委員会事務局職員の人事異動について） 

・ 臨時代理の報告について（当別町教育支援委員会委員の解職について） 

・ 臨時代理の報告について（当別町要保護児童対策地域協議会委員の委嘱につい

て） 

（議 案） 

・ 当別町社会教育委員会委員の委嘱について 

・ 当別町教育支援委員会委員の委嘱について 

 

H29.5.17 （議 案） 

・ 当別町学校管理規則の一部を改正する規則制定について 

・ 当別町スポーツ推進委員の解職について 

・ 当別町スポーツ推進委員の委嘱について 

（協議案） 

・ 平成２９年度教育費６月補正予算について 
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日 程 付  議  案  件 

H29.6.28 （報 告） 

・ 平成２９年度教育費６月補正予算について 

・ 臨時代理の報告について（第１地区教科用図書採択教育委員会協議会委員の選

任について） 

（議 案） 

・ 当別町スポーツ推進委員の解職について 

・ 当別町スポーツ推進委員の委嘱について 

 

H29.7.21 案件なし 

 

H29.8.23 （議 案） 

・ 平成３０年度に使用する小学校用及び中学校用教科用図書並びに平成３０年度

使用教科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択につ

いて 

・ 平成２９年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への当別町の結

果掲載について 

（協議案） 

・ 平成２９年度教育費９月補正予算について 

 

H29.9.29 （報 告） 

・ 臨時代理の報告について（教職員の解職発令内申について） 

・ 教育委員会委員の任命について 

・ 平成２９年度教育費９月補正予算について 

（議 案） 

・ 当別町社会教育委員会委員の解職について 

・ 当別町立当別小学校・当別中学校区域学校運営協議会委員の委嘱について 

・ 当別町子ども・子育て会議委員の委嘱について 

・ 当別町学校管理規則の一部を改正する規則制定について 

（協議案） 

・ 当別町保育に関する条例並びに子ども・子育て支援法及び児童福祉法施行細則

の一部を改正する規則制定について 

 

H29.10.20 （報 告） 

・ 臨時代理の報告について（教職員の人事異動内申について） 

・ 当別町保育に関する条例並びに子ども・子育て支援法及び児童福祉法施行細則

の一部を改正する規則制定について 

（議 案） 

・ 当別町立西当別小学校・西当別中学校区域学校運営協議会委員の委嘱について 

・ 平成２９年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」に掲載する当別

町の結果報告について 
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日 程 付  議  案  件 

H29.11.22 （議 案） 

・ 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

・ 平成２９年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北海道版結果報告書」へ

の当別町の結果掲載について 

・ 当別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助規則の一部を改正する規則制定に

ついて 

（協議案） 

・ 平成２９年度教育費１２月補正予算について 

 

H29.12.20 （報 告） 

・ 平成２９年度教育費１２月補正予算について 

・ 平成２９年度全国学力・学習状況調査当別版結果報告書の作成について 

（議 案） 

・ 当別町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

・ 当別町文化財調査審議会委員の委嘱について 

・ 当別町教育委員会表彰規則の一部を改正する規則制定について 

（協議案） 

・ 当別町ふとみ保育所（公設民営）の私立認定こども園化について 

 

H30.1.24 （議 案） 

・ 平成２９年度教育委員会表彰の被表彰者の選考及び決定について 

 

H30.2.21 （協議案） 

・ 当別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定について 

・ 当別町障がい児保育事業実施規則の一部を改正する規則制定について 

・ 平成２９年度教育費３月補正予算について 

・ 平成３０年度教育行政執行方針について 

・ 平成３０年度当初予算について 

 

H30.3.8 

（臨時会） 

（報 告） 

・ 臨時代理の報告について（非公開） 

（議 案） 

・ 教職員の人事異動内申について（非公開） 

・ 平成２９年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査「北海道版結果報告書」に

掲載する当別町の結果報告について 
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日 程 付  議  案  件 

H30.3.26 （報 告） 

・ 当別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定について 

・ 当別町障がい児保育事業実施規則の一部を改正する規則制定について 

・ 平成２９年度教育費３月補正予算について 

・ 平成３０年度当初予算について 

（議 案） 

・ 当別町立学校管理規則の一部を改正する規則制定について 

・ 平成２９年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査報告書の作成について 

（協議案） 

・ 当別町保育に関する条例並びに子ども・子育て支援法及び児童福祉法施行細則

の一部を改正する規則制定について 
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平成３０年度９月末日までについては、下記のとおり審議及び報告が行われたと

ころです。 
① 当別町教育委員会事務委任規則第１条に基づく審議事項 

・議決案件 １１件 ・協議案件 ３件 ・報告案件 ２２件 
② 事務局報告事項 ３５件 
③ 付議案件一覧 

 
日 程 付  議  案  件 

H30.4.18 （報 告） 

・ 当別町保育に関する条例並びに子ども・子育て支援法及び児童福祉法施行細則

の一部を改正する規則制定について 

・ 臨時代理の報告について（当別町立学校管理規則の一部を改正する規則制定に

ついて） 

・ 臨時代理の報告について（当別町教育委員行政組織規則の一部を改正する規則

制定について） 

・ 臨時代理の報告について（当別町教育委員会公印規則の一部を改正する規則制

定について） 

・ 臨時代理の報告について（当別町要保護児童対策地域協議会設置規則の一部を

改正する規則制定について） 

・ 臨時代理の報告について（当別町障がい児保育事業実施規則の一部を改正する

規則制定について） 

・ 臨時代理の報告について（当別町要保護児童対策地域協議会ケース検討会設置

要綱の一部を改正する訓令制定について） 

・ 臨時代理の報告について（当別町特別支援教育推進サポート組織設置要綱の一

部を改正する訓令制定について） 

・ 臨時代理の報告について（当別町通学路安全推進連絡会議設置要綱の一部を改

正する訓令制定について） 

・ 臨時代理の報告について（当別町子ども・子育て会議委員の解職について） 

・ 臨時代理の報告について（当別町子ども・子育て会議委員の委嘱について） 

・ 臨時代理の報告について（教育委員会事務局職員の人事異動について） 

・ 臨時代理の報告について（当別町教育支援委員会委員の解職について） 

・ 臨時代理の報告について（当別町学校給食センター運営委員会委員の解職につ

いて） 

・ 臨時代理の報告について（当別町いじめ問題調査委員会委員の解職について） 

・ 臨時代理の報告について（当別町要保護児童対策地域協議会委員の解職について） 

・ 臨時代理の報告について（当別町要保護児童対策地域協議会委員の委嘱について） 

・ 臨時代理の報告について（当別町立西当別小学校・西当別中学校区域学校運営

協議会委員の解職について） 

・ 臨時代理の報告について（当別町立西当別小学校・西当別中学校区域学校運営

協議会委員の委嘱について） 
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H30.4.18 （議 案） 

・ 第１地区教科用図書採択教育委会協議会委員の選任について 

・ 当別町社会教育委員会委員の解職について 

・ 当別町教育支援委員会委員の委嘱について 

・ 当別町スポーツ推進委員会委員の委嘱について 

・ 当別町いじめ問題調査委員会委員の委嘱について 

H30. 5.16 （議 案） 

・ 当別町社会教育委員会委員の委嘱について 

（協議案） 

・ 当別町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例制定について 

・ 平成３０年度教育費６月補正予算についてする規則制定について 

H30.6.29 （報 告） 

・ 通学路安全点検及び学校施設内のコンクリートブロック塀の設置状況について 

・ 当別町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例制定について 

・ 平成３０年度教育費６月補正予算について 

H30.7.18 （議 案） 

・ 平成３０年の全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」への当別町の結

果掲載について 

H30.8.1 

（臨時会） 

（議 案） 

・ 当別町一体型義務教育学校基本構想について 

H30.8.22 （議 案） 

・ 平成３１年度に使用する小学校及び中学校用教科用図書並びに平成３１年度使用

教科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択について 

（協議案） 

・ 平成３０年度教育費９月補正予算について 

H30.9.14 （議 案） 

・ 当別町立当別小学校・当別中学校区域学校運営協議会委員の委嘱について 

・ 平成３０年度全国学力・学習状況調査「北海道版結果報告書」に掲載する当別

町の結果報告について 
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２ 教育委員会会議以外の主な活動状況 

平成２９年度の活動状況については、下記のとおりです。 

①会議等 ４月 ２０日  北海道町村教育委員会連合会役員会 

 ２１日 石狩管内教育委員会協議会総会及び各部会（※） 

５月 １１日 北海道町村教育委員会連合会総会 

 ３０日  校長会主催「当別町教育委員と語る会」 

２月 ８日 北海道町村教育委員会連合会役員会 

②研修等 ６月 

１２月 

１月 

２２日 

１４日 

２３日 

 当別町校長・教頭合同研修会 

７月 １１日 北海道市町村教育委員研修会 

 ２１日  教育委員視察研修（ふとみ保育所・西当別中学校） 

１０月 ４日  教育委員視察研修（白糠町） 

 ２３日 石狩管内教育委員会委員研修会 

１月 ３０日 新任教育委員研修会 

２月 １６日 教育委員視察研修（札幌市立中島中学校） 

③行事 ４月 ３日  ふとみ保育所入園式 

 ６日  当別町立小学校及び中学校入学式 

 １１日  当別高等学校入学式（※） 

 １３日  当別夢の国幼稚園入園式（※） 

５月 ２７日  当別町立中学校体育祭 

６月 

 

３日 

１０日 

 当別町立西当別小学校運動会 

当別町立当別小学校運動会 

７月 １日  当別夢の国幼稚園運動会 

 ２日  ふとみ保育所運動会 

９月 ３０日 当別町立中学校学校祭 

１０月 ２１日 当別夢の国幼稚園文化祭（※） 

 ２２日  ふとみ保育所文化祭 

１０月 

１１月 

２８日 

１８日 

当別町立西当別小学校学芸発表会 

当別町立当別小学校学芸発表会 

１月 ７日 当別町成人式 

２月 ３日 当別町少年意見の発表会 

２月 ２１日 当別町小中一貫教育講演会 

 ２４日 当別町教育委員会表彰式 

３月 １０日 ふとみ保育所卒園式 

３月 １３日 当別町立中学校卒業式 

 １７日 当別町立小学校卒業式 

 １９日 当別夢の国幼稚園卒園式 

④当別町議会（※） （※）は教育長のみが出席 
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平成３０年度９月末までの活動状況については、下記のとおりです。 

①会議等 ４月 １９日  北海道町村教育委員会連合会役員会 

５月 １０日 北海道町村教育委員会連合会総会 

 ３０日  校長会主催「当別町教育委員と語る会」 

７月 １１日  北海道市町村教育委員研修会運営会議 

８月 ２２日  平成３０年度第１回当別町総合教育会議 

９月 ２１日  市町村教育委員研究協議会 

②研修等 ４月 ２５日 教育委員視察研修（札幌市立屯田小学校） 

６月 １３日 当別町校長・教頭合同研修会 

７月 １２日 北海道市町村教育委員研修会 

③行事 ４月 ２日  ふとみ保育所入園式 

 ６日  当別町立小学校及び中学校入学式 

 １０日  当別高校入学式 

 １３日  当別夢の国幼稚園入園式 

５月 ２６日  当別町立中学校体育祭 

６月 

 

２日 

９日 

当別町立西当別小学校運動会 

当別町立当別小学校運動会 

６月 ３０日  当別夢の国幼稚園運動会 

７月 １日  ふとみ保育所運動会 

９月 ２９日  当別町立中学校学校祭 
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第３章 当別町教育推進計画重点的取組の点検及び評価 

１ 重点的取組 

  平成２９年度 
分  野 重 点 的 取 組 頁 

学校教育分野 ① 一貫教育による「確かな学力、豊かな心、健やかな体」の育成 １２ 

学校給食分野 
① 食育の推進 
② 安心安全、おいしい給食の実施 

１７ 
１８ 

社会教育分野 

① 生涯学習推進 
② 学校を核とした地域力強化プラン事業による児童生徒、学校支援 
③ 家庭教育支援 
④ 読書活動推進 

２１ 
２３ 
２５ 
２６ 

子育て・幼児教育分野 

① 幼児教育と小学校教育の接続の推進 
② 早期療育の推進 
③ 放課後児童健全育成事業の推進 
④ 児童虐待防止等の対策推進 
⑤ 子育て支援事業の推進 

２８ 
２９ 
３１ 
３３ 
３５ 

 
  平成３０年度 

分  野 重 点 的 取 組 頁 

学校教育分野 

① 学びの連続性を重視した学力向上の取組み 
② 小学校外国語の先進的取組み 
③ 地域や学校運営協議会、高校、大学との連携・協力 
④ 学習環境の整備と義務教育学校構想 

３７ 
４１ 
４３ 
４４ 

学校給食分野 ① 当別らしい食育の展開 ４５ 

社会教育分野 

① 生涯学習推進 
② 児童・生徒の成長を支援する 

「学校を核とした地域力強化プラン事業」の実施 
③ 家庭教育支援 
④ 読書活動推進 

４６ 

４８ 

４９ 
５０ 

子育て・幼児教育分野 

① 子育て支援の充実 
② 幼児教育の充実 
③ 早期療育の推進 
④ 社会全体で子どもを守る体制の構築 

５１ 
５４ 
５５ 
５６ 
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２ 平成２９年度の点検及び評価 

点検項目 一貫教育による「確かな学力、豊かな心、健やかな体」の育成 

29 年度 
達成目標 

○全国学力・学習状況調査において、平均正答率が全国平均を上回る。 

○全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙「いじめは、どんな理由があってもいけない

ことだと思うか」の問いに「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回答する児

童生徒の割合を 100％にする。 

○全国体力・運動能力、運動習慣等調査「体力・運動能力（実技）調査」において、小学

校及び中学校男女の体力が全国平均を上回る。 

取組の 
概要 

(1)一貫教育推進と教育課程実施に対する支援・指導 

 ・一貫教育推進講師の増員  ・先進地視察の実施 

 ・小中一貫教育懇談会の開催 ・教育講演会の開催 

 ・学校運営協議会設置準備委員会における情報提供 

 ・新学習指導要領実施に向け、学校教育指導員による情報提供 

 ・学校教育指導員による定期的な学校訪問 

 ・小学校第４～第６学年にデジタル教科書（国語・算数）の配備 

 

(2)全国学力・学習状況調査結果の分析と各学校改善プランへの指導助言 

 ・学校改善プラン作成時に学校教育指導員による指導助言を実施 

 

(3)小学校英語教育への支援 

 ・一貫教育推進講師の配置  ・ＡＬＴの配置 

 ・学校教育指導員による情報提供 

 

(4)道徳教育への支援 

 ・地域住民と連携した小中合同の道徳特別授業の実施 

 

(5)学校教育と社会教育の連携による児童・生徒支援 

 ・放課後学習会、土曜学習会、長期休業期間中の補助講習の実施 

 ・学校支援地域本部によるボランティアの派遣 

 

(6)今日的課題に対応した教員研修の実施 

 ・長期休業期間中の教職員研修の実施 

 

(7)小学校と幼稚園・保育所との連携推進 

 ・幼稚園、保育所の学校運営協議会への参画 

 ・子ども未来課と連携し、幼保小間の情報共有等、円滑な接続を図る。 

 ・福祉部局等と連携し、就学に向けた発達支援を行う。 
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 中間評価 最終評価 

目標の 
達成状況 

達成に向けて相当な進展があった 達成に向けて進展があった 

自己評価 

【成果】 
(1)各中学校区に配置した一貫教育推進

講師が小・中学校で算数・数学及び英語

の指導を行うことで、教員が小・中学校

の指導方法の違いを理解し、自校で活用

するなど、授業改善に繋がっている。ま

た、校内に「一貫教育掲示板」を設置し、

互いの学校だよりを掲示するとともに、

「一貫教育だより」を発行し、児童生徒

や学校の様子を紹介することで、学校間

の情報交流が深まった。 

 各中学校区に設置した学校運営協議会

設置準備委員会において、活動方針等の

検討のため参考資料の提供を行うこと

で、円滑な会議進行が図られた。 

 小学校第４学年以上に国語と算数のデ

ジタル教科書を導入したことにより、児

童の授業への集中力の向上が見られるほ

か、教材提示の時間が短縮され、授業時

間を有効に活用できるなど、指導方法の

改善が図られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【成果】 
(1)各校教育課程は円滑に実施された。その要

因として、各校の取り組みはもちろんのこと、

今年度町独自に配置した一貫教育推進講師、

特別支援教育支援員、特別支援学級介助員、

図書室管理人など各々が期待される役割を十

二分に果たしたことも大きな要因となってい

る。 

学校運営協議会においては、次年度の活動

について方針も定まり、見通しを持つことが

できた。 

また、具体的取り組みとして、ＣＳカレン

ダーの作成に至った。各地区の自主的な運営

を促すことができた。 

 小学校第３学年にもデジタル教科書の導入

を拡充し有効活用したことで、より多くの児

童に対して、指導方法の改善を図ることが可

能となった。 

 中間評価で課題としていた新学習指導要領

への移行期間における小学校外国語及び道徳

の教科化による授業時間の確保については、

学校教育指導員の指導のもと、週３日５校時

目を４５分から６０分にすることで、１５分

ずつ積み上げによる時数を確保し、平成３０

年度から完全実施する準備が整った。このこ

とにより、３、４年生が３５時間、５、６年

生が７０時間を確保するなど、新学習指導要

領に沿った小学校外国語の完全実施の教育課

程を編成することができた。 

 なお、１、２年生は、年１０時間の外国語

活動を、当別町独自の取り組みとしてこれま

で通り実施する。 
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 中間評価 最終評価 

自己評価 

【成果】 
(2)学校課題の解決に向け、各学校の学校改

善プランの作成にあたり、学校教育指導員

による指導助言を行うことで、効果的な学

校改善プランの作成が図られた。 

 

 

 

 

 

 

(3)一貫教育推進講師を増員し、ＡＬＴと連

携した外国語活動等の充実が図られた。ま

た、新学習指導要領の実施に向け、先行実

施とされる小学校外国語科について、各学

校の取組の参考となるよう、学校教育指導

員による情報提供を実施している。 

 

(4)地域の団体と連携し、外部講師を招いた

小中合同による道徳特別授業を実施した

ことで、「いじめを許さない」気運がさらに

高まった。 
 
(5)放課後学習会の実施が３年目に入り、よ

り学習習慣の定着化が図られた。また。土

曜学習会で体験的な学習を実施したこと

により、土曜日の有効的な活用が図られ、

子どもたちの「居場所づくり」にも寄与し

た。 

 

(6)夏季休業期間中の教職員研修では、教職

員の希望に沿った内容で研修を実施する

ため、２日間４講座を設定し、選択制とし

たことで、課題意識に沿った内容とするこ

とができた。 

【成果】 
(2)学校改善プランについては、前期（４～

９月）と後期（１０～３月）の２回作成し

た。各々つながりを持って作成され、具体

的な弱点克服を目指し作られたものであ

る。学校ごとに若干の差はあるものの、プ

ランに基づき学校全体の取り組みがなさ

れ、ＮＲＴ・ＣＲＴの結果から、児童生徒 

の学力向上に結び付いている状況がみら

れる。 

 

(3)担任とＡＬＴによる、各々の役割を明確

にした授業を実践することができた。子ど

もに英語の楽しさを実感させることがで

き、学習意欲の高まりにつなげることもで

きた。次年度の予算を確保し、学習指導要

領の完全実施に向け、準備が整った。 

 

(4)児童会・生徒会が合同で小中一貫教育を

生かし、「いじめ撲滅集会」や芸術鑑賞を企

画運営し、学校としての取組を町内外から

高く評価いただいた。 
 

(5)放課後学習会の実施が３年目に入り、よ

り学習習慣の定着化が図られた。また。土

曜学習会で体験的な学習を実施したこと

により、土曜日の有効的な活用が図られ、

子どもたちの「居場所づくり」にも寄与し

た。 

 

(6)教職員研修を夏季及び冬季休業期間中

（1 日間、2 講座）に実施し、参加者は前年

度に比べ 11.9％増加した。また、研修内容

も「小学校英語」「校務支援システム」「学

校のチーム力」等、喫緊の課題に即した内

容とし、次年度以降も教職員からの要望・

課題等を踏まえ、研修内容の質の向上を図

り実施する。 
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 中間評価 最終評価 

自己評価 

(7)各園在籍の 5 歳児の学校見学を実施し、

就学に向けた意識づくりを図るなど、子ど

も未来課と連携して小学校と幼稚園・保育

所との連携推進を図ることができた。 
 

 
 
 

(7)特に配慮が必要な児童については、小学

校教諭が幼稚園・保育所を訪問する等、情

報を共有した。 

 

 
【課題】 
(1)小学校外国語の教科化により増加が見

込まれる授業時間を確保する方法につい

て、引き続き管内の動きを確認しながら検

討を進める必要がある。 

 

 

 

 

(3)当別地区の講師が未配置となっている

ため、引き続き人材確保に努める。 

 

 

 

 

 

(6)今日的な課題に対応した講座を実施で

きる講師の確保に努める。 

 

【課題】 
(1)学校運営協議会の活動については、自主

的な活動をさらに進めるとともに、学校に

対する幅広い支援について検討を促す必

要がある。 

また、一貫教育推進のため、期限付職員

も含めた教諭をはじめとする人材確保が

大事である。 

 

(3)小学校英語の実施のため、次年度の人材

確保に努める。 

 

(4)中学校道徳の教科化に向け、各中学校へ

のより積極的な指導助言をする必要があ

る。 

 

(6)今日的な課題に対応した講座を実施で

きる講師の確保に努める。 
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 中間評価 最終評価 

今後の 

方向性 

「継続して進める」 
○平成 29 年度全国学力・学習状況調査に

おける平均正答率は全国平均を上回るこ

とができなかったが、確実に全国との差が

縮まっており、引き続き学校を支援する。 

 

○平成 29 年度全国学力・学習状況調査児

童生徒質問紙調査では、「どんな理由があ

ってもいじめはいけないことだと思う」児

童生徒を 100％にする目標を達成していな

いが、小学校においては全国平均を上回っ

た。いじめの未然防止、不登校児童生徒の

解消を図る取組みを継続して行う。 

 

 

 

 

○平成 28 年度全国体力・運動能力、運動

習慣等調査結果では、小学校では全国平均

を上回ることができなかったことから、調

査結果の分析を踏まえ、取組みの改善等の

検討を進める。 

「継続して進める」 
○平成 29 年度全国学力・学習状況調査に

おける平均正答率は全国平均を上回るこ

とができなかったが、確実に全国との差が

縮まっており、引き続き学校を支援する。 

 

○平成 29 年度全国学力・学習状況調査児

童生徒質問紙調査では、「どんな理由があ

ってもいじめはいけないことだと思う」児

童生徒を 100％にする目標を達成していな

いが、小学校においては全国平均を上回っ

た。今後も小中一貫事業に基づく小中学校

合同集会を通して、「いじめ撲滅宣言」の発

布を行うなど、いじめの未然防止、不登校

児童生徒の解消を図る取組みを継続して

行う。 

 

○平成 29 年度全国体力・運動能力、運動

習慣等調査結果では、小中学校ともに女子

で全国平均を上回ることができなかった

ことや、小中学校男女ともに体力の低下傾

向がみられることから、調査結果の分析を

踏まえ、取組みの改善等の検討を進め、教

育委員会としても支援にする。 

担当係 学校教育係、一貫教育係 
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点検項目 食育の推進 

29 年度 

達成目標 

食育を通して児童生徒が自らの健康管理が出来るよう指導し、また食に関する正しい

知識と望ましい食習慣を身に付けさせることと合わせ、残食を減らすための指導を行う。 

取組の 

概要 

(1)各校「食に関する指導の全体計画」についての指導・助言及び評価を行う。 

(2)巡回指導においては、各学年の到達目標に留意した指導を実施する。 

(3)残食を減らすための指導やメニューの工夫・改善を行う。 

 中間評価 最終評価 

目標の達

成状況 
達成に向けて進展があった 達成に向けて進展があった 

自己評価 

【成果】 

(1)食育を全ての学校の教育課程に位置づ

け、計画的な指導を実践している。 

 

(2)栄養教諭の給食時間を利用した各学校

の訪問により、児童生徒に、食に関する正

しい知識と望ましい食習慣を身に付けさせ 

る指導を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

(3)残食を減らすための工夫として、訪問指

導により、残さないで食べることの大切さ

を伝え、新メニューの提供や調理方法を工

夫するなど実践できるよう研究を継続して

行う。 

【成果】 

(1)食育を全ての学校の教育課程に位置づ

け、計画的な指導を実践している。                   

 

(2)栄養教諭の巡回指導を通して、食への興

味を高め、健康な生活を送るために児童生

徒に健全な食習慣を身につけさせる指導を

実施した。 

 

(3)新メニューの提供や既存の献立の食材

を変更するなど調理方法を工夫した。 

副食の残食率については前年度より、

0.49%減となった。 

平成 28 年度副食平均残食率 10.89% 

平成 29 年度副食平均残食率 10.40% 

平成 29 年度新メニュー数  18 品 

 

【課題】 

(3)残食を減らすための工夫として、訪問

指導により、残さないで食べることの大切

さを伝え、新メニューの提供や調理方法を

工夫するなど実践できるよう研究を継続し

て行う。 

今後の 

方向性 

「継続して進める」 

(2)(3)引続き給食時間を利用した訪問指導

の実施と、各学年の到達目標に応じた内容

で食育指導を実施、合わせて残食を減らす

ための指導やメニューの工夫を行う。 

「継続して進める」 

(2)(3)食育を通して健康についての理解を

深めることは、「生きる基本」となるので、

引き続き充実を図る。 

担当係 給食センター係 
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点検項目 安心安全、おいしい給食の実施 

29 年度 

達成目標 

(1)給食費会計の公会計化を検討する。 

(2)前年度より地場産物の使用割合を増加させる。 

(3)当別高校家政科や食料改善協議会との共同により、新しいメニューを開発し、学校給

食を提供する 

(4)食物アレルギーを起因とする事故を起こさない。 

(5)異物混入の無い給食を提供する。 

取組の 

概要 

(1)給食費の検討等、運営計画の見直しを検討する。 

(2)地場産物の更なる活用を図る。 

(3)当別高校家政科や食生活改善協議会との共同によるメニュー開発に取り組む。 

(4)各学校アレルギー対応マニュアルに対する指導助言及び教職員研修の実施する。 

(5)現地指導等、学校や委託業者、納入業者の衛生管理の徹底を図る。 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて進展があった 達成に向けて進展があった 

自己評価 

【成果】 

(2)これまで地場産食材として使用するこ

とができなかった食材野菜を使用して地場

産野菜 100％の新メニューを提供すること

ができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)当別高校家政科と共同による３種類の

メニュー開発を行い、年内の提供に向けた

取組みを進めている。 

 

【成果】 

(2)前期に引き続き地場産物の活用に努め、 

使用量を前年度と比較し、野菜 1.8%増、豚

肉 11.1%増となった。 

＜平成 29年度地場産物使用割合＞ 

 野菜 全体量 34,485.8 ㎏ 

    うち町内産 7,635 ㎏ 

           22.14％ 

 生椎茸・米 100％ 

豚肉 99.89％ 

＜平成 28年度地場産物使用割合＞ 

 野菜 全体量 31,872.2 ㎏ 

    うち町内産 6,484 ㎏ 

           20.34％ 

 生椎茸・米 100％ 

 豚肉 88.79％ 

 

(3)当別高校家政科と共同による３種類の

メニュー開発を行い、10月 9 日・16日・24

日に 1品ずつ提供することができた。 

また、11 月 2 日・16日に小学校 3年生に

対し、食生活改善委員と一緒に食育の授業

をおこなった。 
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 中間評価 最終評価 

自己評価 

(4)各学校アレルギー対応マニュアル改訂

版を各学校の全教員に配布し活用を促し

た。 

食物アレルギーを持つ児童生徒が給食を

安心して食べることができるように、事故

未然防止対策の実施のほか、代替食の提供

を安全に行っており、平成 29年度前期では

事故は発生していない。 

平成29年度対象児童生徒数     12名 

（小学生：7名、中学生：5名） 

 

(5)調理委託業者及びパン・ご飯委託業者に

対して常に注意を払い調理・製造するよう

指導を行っている。また、委託業者に対し

配膳員への配膳室清掃の指導をするととも

に各学校の配膳室及び搬入口の点検を行い

異物混入防止を図っている。 

平成 29 年度前期・・・1件 

平成 28 年度前期・・・1件 

 

【課題】 
(1)他市町村の事例を参考にしながら、公会

計化、給食費の検討等、運営計画の見直し

の検討を進める必要がある。 

 

(2)地場産食材は、収穫量や価格との折り合

いを必要とするため、献立や納入方法に更

なる工夫が必要である。 

 
(5)依然として異物混入は発生している。委

託業者のさらなる意識向上と異物混入防止

の対策が必要である。 

 

 

 

 

 

 

(4)マニュアルを活用し、食物アレルギーを

持つ児童生徒の情報を学校と給食センター

の両方が正確に共有することができた。 

 また、希望者にはアレルギー献立表を配

布し事故未然防止対策に努め、平成 29 年度

も事故は発生していない。 

平成 29 年度対象児童生徒数     12 名 

（小学生：7名、中学生：5名） 

アレルギー献立表希望児童生徒数  27 名 

（小学生：17名、中学生：10名） 

 

 (5)パン・ご飯委託業者に対し、前期に引

き続き細心の注意を払い製造するように指

導し、現地調査を行った。調理委託業者に

対しても同様に指導するとともに、変化が

あればすぐ報告するよう指導した。 

前年度と比較し、異物混入が半減した。 

平成 29 年度・・・3件 

平成 28 年度・・・6件 

 
【課題】 
(1)他市町村の事例を参考にしながら、公会

計化、給食費の検討等、運営計画の見直し

の検討を進める必要がある。 

 

(2)地場産食材は、収穫時期や量・価格との

折り合いを必要とするため、献立や納入方

法に検討が必要である。 

 
(5)異物混入が０となるよう、引き続き衛生

管理に努める。 
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 中間評価 最終評価 

今後の 

方向性 

「継続して進める」 
(1)他市町村の事例を参考にしながら、給食

費の検討等、運営計画の見直しを進める。 

 

(2)今後も地場産食材の収穫状況を考慮し、

新しい献立の研究開発に努め、積極的な活

用に努める。 

 

 

 

 

 

(5)委託業者に対し、異物混入事故が起こら

ないよう指導を行い、事故防止意識の向上

を図る。 

「継続して進める」 
(1)他市町村の事例を参考にしながら、給食

費の検討等、運営計画の見直しを進める。 

 

(2)今後も地場産食材の収穫状況を考慮し、

新しい献立の研究開発に努め、積極的に活

用する。 

 

(3)当別高校家政科や食生活改善協議会と

連携をとりながら、今後も新メニュー開発

に取り組んでいく。 

 

(5)委託業者に対し、異物混入事故が起こら

ないよう指導を行い、事故防止意識の向上

を図る 

 

担当係  給食センター係 
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点検項目 生涯学習推進 

29 年度 

達成目標 

(1)関係機関と連携し、それぞれの特色を生かした学習プログラムの充実を図る。 

(2)当別町の歴史について理解を深め、ふるさとの誇りと愛着の定着を図る。 

(3)社会教育団体の活性化を図るため、社会教育に関わる各種委員、指導者等の資質向上

を図る研修会等の機会の確保を図る。 

(4)体験活動を実践してよりよい生活を創り出していくために、体験学習の充実を図る。 

取組の 

概要 

(1)ことぶき大学と当別高校及びふれ・スポ・とうべつが連携した講座を開催し、異世代

交流を図るとともに、各団体の特色を活かした体験活動を行う。 

(2)平成 28 年度に町に寄贈された古文書等歴史資料を整理する。古文書解析等歴史研究

を進める。当別町の歴史に関する学習講座を開講する。 

(3)女性団体協議会、PTA 連合会,子ども会育成連合会、スポーツ団体、文化団体など社会

教育団体と連携して研修会を実施する。又、各団体に必要な情報提供を行い、社会教

育関係者の育成と社会教育団体の活性化の促進を図る。 

(4)平成 28 年度に養成した「当別町自然体験サポーター」を学校、各団体で実施する体

験学習で活用する。 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて進展があった 達成に向けて相当な進展があった 

自己評価 

【成果】 

(1)当別高校及びふれ・スポ・とうべつと連

携して講座を展開することで町民の様々な

ニーズに対応することができた。また、こ

とぶき大学と当別高校・当別中学校で多世

代交流を実施したことにより、お互いを応

援する良好な関係を築くことができた。 

 

 

 

 

 

 

(2)平成 28 年度に寄贈された吾妻家古文書

の解読を始めることができた。また、7 月

に大崎市岩出山へ行き研修し、9 月から吾

妻家古文書を活用した歴史学習講座を開催

することができた。 

 

 

 

 

 

 

【成果】 

(1)ことぶき大学では当別高校との連携に

よるフットパスなどの多世代交流の実施

や、参加者の声を取り入れながら趣味、教

養、体験、交流等の活動を行い、学ぶこと

の楽しさや仲間づくりのための新たな取り

組みを行うことができた。医療大学連携講

座では、趣味、教養、体験などの講座を少

年期、青年期、高齢期など各年代に応じ開

設することにより、一年間を通して参加者

の学習意欲を満足させる取り組みができ

た。 

 

(2)吾妻家古文書をテキストとした歴史学

習講座を平成 29 年 9 月から平成 30 年 3月

まで計 7 回開催し、古文書の学ぶ機会を提

供することができ、参加者の古文書読解力

の向上につなげることができた。 
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 中間評価 最終評価 

自己評価 

(3)社会教育団体に係る研修会や研究会へ

積極的に参加したことで、社会教育に関わ

る各種委員、指導者等関係者の資質が向上

し、社会教育団体の活性化が図られた。 

 

(3)PTA を対象にした集いの開催、子ども

会育成連合会と共同で研修事業の開催、ス

ポーツ推進委員と連携したニュースポーツ

の普及促進、文化協会と共催した文化祭の

開催等、一年間を通して各団体の活性化を

進めることができた。 

【課題】 

(1) (3)参加者からの意見を取り入れなが

ら、多くのニーズに応えられるよう、各団体

との打ち合わせを行い、より綿密に連携を

進めていくことが必要である。 

 

 

(2)当別の歴史教育を進めるうえで古文書

を解読できる人材を養成する必要がある。 

 

【課題】 

(1)多世代交流では、当別高校や北海道医療

大学等と継続して連携を行い、各講座につ

ながりを持たせる工夫が必要である。また、

学びから活動へとつながる体制づくりが必

要である。 

 

(2)歴史学習講座の受講者の古文書の読解

力や求める内容のレベルに差があった。ま

た、当別町の歴史に関する講演会や企画展

の開催要望があった。 

 

(3)社会教育課と各団体との連携はとれて

いるが、社会教育団体同士の連携があまり

なく、各団体活性化のためには横の連携を

強めていく必要がある。 

今後の 

方向性 

【継続して進める】 
(1)社会教育事業全般で多世代交流の事業

を推進するよう各団体との連携を図ってい

く。 

 

(2)伊達記念館、旧開拓郷土館に保管されて

いる歴史資料の整理を行う。歴史学習講座

を 3 月まで継続して開催する。吾妻家古文

書等の解読を進める。 

 
 
 
(3)社会教育事業の参加者を増やすため、地

域との連携の場や機会の拡充を図り、社会

教育関係者の育成と社会教育団体の活性化

の促進を図る。 

 

(4)当別町自然体験サポーターの活用を学

校、各団体に周知する。 

【継続して進める】 
(1)多世代交流事業については、小中高大と

各団体の連携を推進して、より当別の特色

を生かした事業内容を検討する。 

 

(2)吾妻家古文書の見出し整理、古文書解読

等歴史研究事業を展開する。また、当別町

150 年に向けて当別町の歴史に対する興

味、関心の気運が上がるよう、歴史学習講

座のコース拡大、特別企画展、講演会を開

催する。 

 

(3)各団体に対して、団体運営の助言や指導

を行うなど、各団体の自立性を高めた上で、

社会教育関係者の育成のために連携した活

動を進めていく。 

 

 

担当係 生涯学習係、文化財・町史編纂係 
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点検項目 学校を核とした地域力強化プラン事業による児童生徒、学校支援 

29 年度 

達成目標 

(1)学校支援地域本部と学校が連携し、学校が要望する授業支援者を提供し、教育活動の

充実を図る。 

(2)放課後学習会及び土曜教室、当別キッズインターナショナルクラブを実施し、子供達

の学習習慣の定着と学力向上を図る。 

取組の 

概要 

学校支援地域本部にコーディネーターを配置し、地域の人材を活用した学習支援活動

を実施する。 

＜支援活動＞ 

 ・読書活動（朝読書） 

 ・授業支援（プール学習、スキー学習、格技授業） 

 ・長期休業中の学習支援を行う。 

 ・年 10回の土曜教室を実施する。 

 ・年６回の土曜学習会を実施する。 

 ・週１回の放課後学習会を実施する。 

 ・年 10回の英語体験活動を実施する。 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成した 達成した 

自己評価 

【成果】 

放課後学習会の継続実施等により、家庭

学習の定着化が図られている。また、小学

生は土曜教室で体験的な学習や中学生は土

曜学習会でテスト前講座を実施したことに

より、土曜日の有効的な活用が図られると

ともに、参加している児童・生徒は積極的

に学習に取り組んでいる状況から学習意欲

の向上につなげることができている。 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

学校支援ボランティアの登録者数は多い

が、学習支援に協力できる人が少なく、特

定の人に負担が多い状況から、継続的に活

動できる人員の確保が必要である。 

【成果】 

(1)年間を通じ様々な活動を学習支援ボラ

ンティアがサポートしたことで充実した教

育活動につながっている。 

（平成 29年度末 119 名） 

(2)放課後学習会によって勉強の習慣化を

支援することができた。また、土曜教室や

当別キッズインターナショナルクラブで楽

しみながら学習させることができ、意欲の

向上につなげることができた。 

 （平成 29 年度参加者数） 

放課後学習会        2,272 名 

土曜教室           135 名 

当別キッズインターナショナルクラブ 120 名 

 

【課題】 

支援内容によってボランティアの人数に

差があるため負担が偏るケースがあり、人

員の確保が必要である。放課後学習会が勉

強の習慣化や学習意欲の向上につながるた

めに、児童の参加促進について学校とさら

なる連携が必要である。 
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 中間評価 最終評価 

今後の 

方向性 

【継続して進める】 

放課後学習会や土曜教室・土曜学習会を

中心に、積極的に学習する児童・生徒を継

続して支援する。 

【継続して進める】 

学校と連携し放課後学習・土曜教室の内

容を深めるとともに周知を徹底し、より多

くの児童・生徒が参加するような工夫を進

めていく。 

担当係 生涯学習係、学校教育係、一貫教育係 
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点検項目 家庭教育支援 

29 年度 

達成目標 

子ども未来課と連携し、地域子育て支援センター事業において学びカフェを実施し、保 

護者との子育て相談の機会の充実を図る。 

取組の 

概要 

絵本の読み聞かせ講座、子育てサロン、あそびのひろばなどと協賛して学びカフェを実

施し、絵本の紹介などを通して学びや相談機会を充実させる。 

 中間評価 最終評価 
目標の 

達成状況 
達成に向けて一定の進展があった 達成に向けて相当な進展があった 

自己評価 

【成果】 
 子育てサロンやあそびのひろばにおい

て、読み聞かせや絵本の紹介、子育てに関

する相談を子ども未来課と連携して実施

し、家庭教育に関する環境を充実させるこ

とができた。 

 

【課題】 
 ゆったりとした時間の中でナビゲーター

又は保護者同士の交流が持てるように、自

然な形で家庭での過ごし方について交流で 

きるように雰囲気を作ることが課題であ 

る。 

【成果】 
 子ども未来課と連携して「学びカフェ」

を実施した。その中で、ナビゲーターが悩

みを持つ母親の問題点を解決する場として

整っている。 

 

 
【課題】 
 「学びカフェ」は、自然な形で子育てに

関する相談ができるような雰囲気が大切

で、気軽に参加できるようなイベントと連

携して行うことにより、定着を図る必要が 

ある。 

 また、今後は家庭教育支援内容の質の向 

上を図ることが課題である。 

今後の 

方向性 

【継続して進める】 
和やかな雰囲気で子育て相談ができる

「学びカフェ」をクリスマス会などのイベ

ントと連携して行い家庭教育の環境を拡充

する。 

 

【継続して進める】 
子育て中の親子がに参加しやすい、餅つ

き会、クリスマス会等のイベントを、「学び

カフェ」に位置付けて開催する。 

 

担当係 生涯学習係 
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点検項目 読書活動推進 

29 年度 

達成目標 

(1)ブックスタートやブックセカンド事業の趣旨を理解してもらい、よみきかせ会への参

加率を前年度比 10％増やす。 

(2)誰でも利用しやすい図書室の環境整備を行い、インターネット予約サービスの開始さ

れ、利用実績を前年度比 10％増やす。 

取組の 

概要 

(1)10 か月健診時にはブックスタート、小学校１年生へブックセカンドとしてそれぞれ

本を１冊プレゼントする中で、乳幼児期からのよみきかせ体験の大切さを説明してい

く。また、よみきかせ会を実施し絵本に触れる機会の提供や、うちどく通信を通して

の読書に関する情報の提供を行う。 

(2)両図書室での本の巡回を行ったり、よりたくさんの本に出会えるような展示、配架の

工夫を行う。また、蔵書管理システムが更新され、インターネット予約サービスの提

供もできるようになったことで、利用者への周知方法等の工夫をし、利用促進を図る。 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて相当な進展があった 達成に向けて相当な進展があった 

自己評価 

【成果】 

(1)ブックスタートでは、10 か月検診の待

ち時間を有効に活用するため都合の良い時

間帯に絵本を渡すように変更して、親子で

絵本に触れる時間を多く持てるよう工夫す

ることができた。また、アンケート結果か

ら絵本の読み聞かせの大切さが理解されて

きている。 

 幼少期から読書に取り組む環境を整える

ため、小学１年生に本をプレゼントするブ

ックセカンドを今年度から実施し、本に触

れるきっかけを作ることができた。 

 

(2)蔵書管理システムが更新されたことに

より、インターネットでの予約ができるよ

うになり、利用者も新刊本の予約など速や

かにできるようになった。 

【成果】 

(1)ブックスタートの待ち時間を変えたこ

とによって、親子が絵本に触れる時間を多

く持てるようになり、絵本のよみきかせの

大切さを細やかに伝えることが出来た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)蔵書管理システムが更新され、7月から

インターネットでの予約ができるようにな

り、利用者も新刊本の予約などが速やかに

できるようになり、70件の利用があった。 

また、読書活動推進のため、２週間に１

回、図書館司書を町内小中学校へ派遣して

いるが、１回の時間を短くして派遣回数を

増やすなど、それぞれの学校の要望に応じ

て対応している。 
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 中間評価 最終評価 

 【課題】 

(1)ブックスタートのフォローアップとし

て実施している読み聞かせ会は、実施回数

を増やしているが参加者が減少しており、

周知方法やプログラム構成など工夫する必

要がある。 

 

【課題】 

(1)よみきかせ会の実施回数を増やしたが、

乳児からの保育園入園が多く、社会教育課

主査のよみきかせ会の需要がなくなってき

ているため、目標としていた参加率１０％

増は達成できなかった。 

 

(2)手に取りやすい展示や配架の工夫、イン

ターネットサービスについて、利用者に引

き続き周知が必要である。 

 

今後の 

方向性 

【継続して進める】 
(1)読書活動を推進するためには、乳幼児期

の読み聞かせを広めることが必要であり、

ブックスタート以外の乳幼児が参加する事

業でも積極的に周知を行う。 

また、今年度から実施した ブックセ

カンドについても事後アンケートを実施し

て、今後の子ども達の読書活動を推進する

ために必要なことを検証する。 

 

 

(2)新鮮さを感じる本の展示内容や配架の

工夫や、新刊本の紹介等を行い、インター

ネット予約もできることを周知していく。 

【継続して進める】 
(1)乳幼児期の読み聞かせを広め、ブックス

タート以外の乳幼児が参加する事業でも積

極的に周知を行ってはみたが、参加者が少

なくなってきているので子ども未来課と連

携をして積極的に PR を行う。 

今年度から実施されるようになったブッ

クセカンドを機に子供たちが本に興味、関

心をもてるような読書活動を推進するため

に必要なことを検証していく。 

 

 (2)本の展示内容や配架、新刊本の紹介等を

ポップや掲示物（ポスター）行い、新鮮さ

を感じさせる。インターネット予約もでき

ることを引き続き周知していく。 

  

担当係 生涯学習係 
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点検項目 幼児教育と小学校教育の接続の推進 

29 年度 

達成目標 

(1)特定教育・保育施設において、就学に向けた支援体制の強化としての学校見学及び児

童情報の提供等による連携を推進する。 

(2)特定教育・保育施設利用者負担額（保育料）無償化を推進する。 

取組の 

概要 

(1)各園在籍５歳児の学校見学、授業体験、生徒との交流等を実施し、児童に関する情報

の提供等を密に行いながらスムーズな就学に繋がるような取組みを展開する。 

(2)全ての子どもが等しく幼児教育を受けられる機会を確保し、就学前の教育を定着させ

るため、利用者の経済的負担の軽減を図る。 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて相当な進展があった 達成に向けて相当な進展があった 

自己評価 

【成果】 

(1)各園在籍 5歳児の学校見学を実施し、就

学に向けた意識づくりの契機となった。 

 また、特に配慮が必要な児童についても

各園と各小学校間で情報共有が図られた。 

 

 

 

(2)道補助金を一部活用しながら３歳未満

児第２子以降の保育料無償化を４月分保育

料からの遡及適用により、実施することを

決定した。 

 

 

【課題】 

(1)より効果的かつ効率的な就学に向けて

の支援のため、各園と各小学校との連携体

制の強化及び定着が必要である。 

 

(2)利用者の経済的負担軽減及び出生数増

加のため、さらなる効果的な保育料無償化

に向けた取組の拡大が必要。 

 

【成果】 

(1)各園在籍 5歳児の学校見学を実施し、就

学に向けた意識づくりの契機となった。 

 なお、特に配慮が必要な児童についても

小学校教諭の幼稚園・保育所訪問などによ

り各園と各小学校間で情報共有を行った。 

また、子ども発達支援センター職員が保

護者に同行しての小学校訪問を実施した。 

(2)ひとり親世帯等の保護者負担軽減措置

の拡充を実施した。 

また、道補助金を一部活用しながら３歳

未満児第２子以降の保育料無償化を４月分

保育料からの遡及適用により実施した。 

 

【課題】 

(1)幼保小接続プログラムを作成し、連続性

のある接続を行う。 

 

 

(2)利用者の経済的負担軽減及び出生数増

加のため、さらなる効果的な保育料無償化

に向けた取組の拡大が必要。 

今後の 

方向性 

「継続して進める」 

(1)各園と各小学校の連携体制の定着を図

り、継続性を持たせるよう構築する。 

(2)補助金等を最大限に活用しながら、完全

無償化を目指す。 

 

「継続して進める」 

(1)小中一貫教育との関わりから、より小学

校との接続が重要である。 

(2)幼児教育の機会均等のため、保育料無償

化に取組む。 

 

担当係 子ども係 
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点検項目 早期療育の推進 

29 年度 

達成目標 

(1)子ども発達支援センター全指導員の研修等参加及び専門職員の育成を図る。 

(2)発達障がいへの理解・認識の促進として学習会等を開催する。 

(3)乳幼児健診等において育児相談及び発達相談を実施する。 

取組の 

概要 

(1)全指導員の各種研修等への参加及び専門機関による指導検証等を実施する。（北海道

立子ども総合医療・療育センター年３回、社会福祉法人麦の子会所属発達心理士年６

回以上） 

(2)子ども発達支援センター利用児童の保護者や関係機関を対象に、北海道立子ども総合

医療・療育センター等の専門職員を招き発達障がい等に関する学習会等を開催する。 

(3)乳幼児健診等に指導員が出向き、積極的に育児相談等を実施し、育児不安の解消や育

児負担の軽減を図ると伴に、支援が必要な子どもの早期発見・早期療育へと繋げる。 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成した 達成した 

自己評価 

【成果】 

(1)専門的な視点からの子どもの捉えや接

し方等を指導等に取り入れることで支援内

容の充実に寄与した。 

 

 

 

 

 

(2)講師を招き保護者向けに発達の診かた

とかかわりについて学習会を開催した。 

また、一般向け子ども発達支援講演会を

開催し、関係機関や保護者など３９名が参

加され、広く発達障がいへの理解や認識を

深めることができた。 

 

 

 

(3)乳幼児健診全４回において、発達相談等

を実施し、６件の相談があり、うち１件が

通園へと繋がった。 

 

 

 

 

 

【成果】 

(1)全指導員が専門機関による研修に参加

し、子どもの捉えや接し方等を学び、資質

向上を図った。 

（北海道立子ども総合医療・療育センター

年 3 回、社会福祉法人麦の子会所属発達心

理士年 6回） 

 

 

(2)保護者や一般町民向けに発達の診かた

とかかわりについて学習会（1回）や子ども

発達支援講演会（1回）を開催し、関係機関

や保護者など３９名が参加し、広く発達障

がいへの理解や認識を深めることができ

た。 

以上、職員、保護者、町民などに大変有

意義な研修を提供することができた。 

 

(3)乳幼児健診全８回において、発達相談等

を同時に実施した、６件の相談があり、う

ち１件が通園へと繋がったことから、今後

もこのような形で実施する。 
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 中間評価 最終評価 

自己評価 

【課題】 

(1)５月末に指導員１名が退職し、７月から

は新たに指導員を確保できたが、指導員が

なかなか定着しない。また、専門職員の確

保が困難なうえ育成には時間も要するため

早急に対応する必要がある。 

 

 

 

(2) 子ども発達支援講演会は、比較的一般

参加者向けの内容であったため、町広報誌

にて周知したが、保護者や一般参加者数が

６名と少なかったため、今後の開催に向け

周知方法等の検討が必要である。 

 

【課題】 

(1)５月末に指導員１名が退職し、７月から

は新たに指導員を確保できた。しかし、９

月末にも１名が退職し募集したが見つから

他の職員の超過勤務により対応せざるを得

なかった。職員の確保に努めたい。また専

門職員の確保が困難な部分は、北海道総合

医療・療育センターの専門職員のよる支援

事業で対応した。 

 

(2) 子ども発達支援講演会の保護者や一般

参加者数が６名と少なかったため、今後保

護者等の一般参加者が増加するよう周知方

法等の検討する。 

 

今後の方

向性 

「継続して進める」 

(1)指導員の確保及び質の向上に努め、専門

職員の新規採用も見据えた配置を行ってい

く。 

 

(2)関係機関や保護者が参加しやすいよう、

学習会等の実施時期・時間等の調整及び共

通認識の重要性について理解を促すことで

さらなる充実を図る。 

 

(3)早期療育を効果的に推進するため意義

のある取組であることから一層の推進を図

る。 

「継続して進める」 

(1)指導員の確保・育成及び質の向上に努

め、専門職員の新規採用も見据えた配置を

行っていく。 

 

(2)関係機関や保護者が参加しやすいよう、

学習会等の実施について、時期・時間・内

容等を調整する。 

 

 

(3)乳幼児健診は、早期療育を効果的に推進

するため意義のある取組であることから、

相談も含め、一層の推進を図る。 

担当係 子ども係 
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点検項目 放課後児童健全育成事業の推進 

29 年度 

達成目標 

(1)プレイハウスで活動する全ての児童の学習習慣定着を進めることで、学力・体力の向

上を図る。 

(2)全指導員が研修等に参加し、知識と技術の向上を図る。 

取組の 

概要 

(1)プレイハウスの活動時間内に学習時間を設定し、学習習慣の定着を図る。また、遊び

の中やスポーツ講座などの活動で体力向上につながる取組みを実施する。 

(2)全指導員が研修等に参加することで、新たな知識と技術の向上を図り、児童・保護者

が安心して利用できる環境づくりに努める。 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて進展があった 達成に向けて相当な進展があった 

自己評価 

【成果】 

(1)毎日の活動に学習時間を設け、また放課

後学習会への参加を促した結果、学習に自

主的に取組む姿が見られ７割程度の児童に

学習習慣の定着が見られた。 

また、運動会前にふれスポのインストラ

クターによるスポーツ指導を行い、かけっ

こで早く走るコツの習得につながった。 

 

 

(2)２名の指導員が４日間の研修に参加、放

課後児童支援員認定資格を取得し、知識と

技術の向上を図った。 

 

 

 

 

【課題】 

(1)低学年の学習習慣定着のため、引き続き

落着いて学習できるよう学年に応じた学習

時間と活動時間の調整が必要である。 

 

(2)非常勤指導員及び研修参加時の代替指

導員の調整が必要である。 

 

【成果】 

(1)学習時間の設定や、放課後学習会への参

加の促したことにより、自主的に学習に取

組む姿が見られ、学習習慣の定着が見られ

た。 

また、ふれスポによる英語教室は、ゲー

ム等を通して楽しく英語を学べるため、子

ども達には有意義なものとなった。 

 

 

(2)２名の指導員が研修に参加し、放課後児

童支援員認定資格を取得した。また、全指

導員が各種研修会、学習会に参加し、知識

と技術の向上を図った。 

ふれスポとの調整により、研修参加時の

代替指導員の確保ができた。 

 

【課題】 

(1)低学年の学習習慣定着のため、引き続き

落着いて学習できるよう、学年に応じた学

習時間と活動時間の調整が必要である。内

容については、学校との連携をさらに進め

る必要がある。 
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 中間評価 最終評価 

今後の 

方向性 

「継続して進める」 

(1)学習時間と活動時間を調整し、各学年ご

とに学習しやすい環境を確保する。 

 

 

(2)事前に代替指導員の調整を図り、全指導

員が放課後児童支援員認定資格研修に積極

的に参加する。 

 

「継続して進める」 

(1)学習時間と活動時間を調整し、各学年ご

とに学習しやすい環境を確保する。 

また、体力向上の取り組みの充実を図る。 

 指導員の資質向上のため、全指導員が放

課後児童支援員認定資格研修に積極的に参

加する。 

ふれスポと連携し、学力・体力両面の向

上を図る取組みを進める。 

担当係 子育てサポート係 
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点検項目 児童虐待防止等の対策推進 

29 年度 

達成目標 

(1)児童虐待等防止に係る周知を図る。 

(2)職員の研修等参加及び知識、技術の向上を図る。（要保護児童対策調整機関調整担当

者研修、児童相談所受入れ研修等） 

取組の 

概要 

(1)広報、ホームページなどで児童虐待等について情報提供し、早期発見、未然防止に努

める。 

(2)職員が、児童相談所が行う研修会等に参加し、児童虐待等発生時の初期対応技術を習

得する。 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて進展があった 達成に向けて進展があった 

自己評価 

【成果】 

(1)ポスターの掲示、窓口等にパンフレット

を設置し、児童虐待等の防止を周知した。

上半期は児童虐待の発生は０件であった。 

 

 

 

 

(2)担当職員が北海道中央児童相談所が開

催する研修に参加し、調整機関の役割、児

童虐待等のケースの対応を学び、知識と

技術の向上を図った。 

参加延べ人数４名。 

 

 

【課題】 

(1)児童虐待等について防止の意識を高め

る周知方法の検討が必要である。 

 

(2)児童虐待には、多種多様なケース対応が

求められるため、専門的な知識、技術が必

要になることから引続き職員の技術と知識

の向上が必要である。 

【成果】 

(1)広報に啓発記事を掲載し、児童虐待等の

防止を周知した。平成29年度は児童虐待の

発生が２件あり、各関係機関、児童相談所

と連携し、児童及び家庭の支援を行った。 

 その結果、１件は解決、他の１件は指導

を継続しながら解決に向かっている。 

 

(2)北海道（児童相談所、保健所）が実施す

る研修に参加し、調整機関の役割、虐待予

防及びケースの対応を学んだ。 

 参加者は８名であり、対応力の強化を図

ることができ、有意義であった。 

 

 

【課題】 

 児童虐待等について防止の意識を高める

周知方法の検討が必要である。 

 

 児童虐待発生時に適切な対応が求められ

るため、専門的な知識、技術が必要になる

ことから引続き職員の技術と知識の向上が

必要である。 
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 中間評価 最終評価 

今後の 

方向性 

「継続して進める」 

(1)広報、ホームページ、ポスターの掲示等

の情報提供に加え、効果的な周知活動を行

うことにより、児童虐待等の未然防止、早

期発見に努める。 

 

 

 多様なケースに対応するため、積極的に

江別保健所や北海道中央児童相談所が開催

する研修等に参加し、職員の知識、技術の

向上を図る。 

 

「継続して進める」 

 広報やホームページ、ポスターの掲示に

よる情報提供に加え、児童虐待防止オレン

ジリボンの普及啓発を行うことにより、児

童虐待についての理解を深め、未然防止、

早期発見を可能にする。 

 

 年々複雑化する児童虐待について、専門

的知識、技能の必要であることから、引き

続き研修に努める。 

担当係 子育てサポート係 
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点検項目 子育て支援事業の推進 

29 年度 

達成目標 

(1)子育て支援センター職員全員が研修に参加する。 

(2)関係部局と連携し、子育て支援センター事業の利用を推進する。 

(3)子育てガイドブック、ホームページ等により子育て情報を提供する。 

取組の 

概要 

(1)子育て支援センター職員が、研修等に参加し知識と技術の向上を図り、保護者のニー

ズに沿った支援事業を展開する。 

(2)乳幼児健診時に子育て支援センター事業の日程、子育て講座等の情報を周知し、支援

センター事業の利用に繋げる。 

(3)子育てガイドブックの発行やホームページの更新等行い、子育てに関連する最新情報

を提供する。 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて進展があった 達成に向けて進展があった 

自己評価 

【成果】 

(1)子育て支援員研修等に２名参加し、知識

と技術の向上を図った。 

 

 

 

(2)乳幼児健診時に、保護者に対し、職員が

子育て支援センター事業の周知を行った。 

 

 

 

(3)内容を全面見直し、子育てガイドブック

の発行及び窓口設置と関係機関に配布をし

た。（６００部作製） 

 

 

【課題】 

(1)研修成果を生かすため、利用者に対し、

子育て支援事業についてアンケート調査等

実施し、ニーズの把握に努める必要がある。 

 

(2)子育て支援事業の未利用者に対し、子育

て支援事業の利用を周知するための取組み

が必要である。 

 

 

【成果】 

(1)子育て支援研修等に４名参加。また、職

員を対象に、NPO法人の専門職員を招き、子

育て支援等に関する学習会を開催し、基本

的な知識・技能の向上を図ることができた。 

 

(2)乳幼児健診時に、保護者に対し、職員が

子育て支援センター事業の周知を行い、そ

の結果、利用登録者が前年度と比較して約

８％程度増加した。 

 

(3)子育てガイドブックの全面見直しのほ

か、子育て支援センターの日々の取組や、

月の予定表を町ホームページやブログに掲

載し、有益な情報を提供することができた。 

 

【課題】 

(1)子育て支援についての技術、知識を深め

るなど、職員の資質能力向上が必要である。 

 

 

(2)子育て支援事業の未利用者に対し、子育

て支援事業の利用を周知するため、関係機

関と連携した取組が必要である。 
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 中間評価 最終評価 

自己評価 

(3)利用者等に聞取りを行うなど、掲載記

事の内容を確認し、常に保護者のニーズに

沿ったガイドブックの作成が必要である。 

 

(3)利用者等にアンケート調査等実施し、

常に保護者のニーズに沿ったガイドブック 

の作成が必要である。 

 

今後の 

方向性 

「継続して進める」 

(1)研修等に参加し、知識と技術をさらに

高める。また、利用者のニーズを把握し、

支援事業の充実を図る。 

 

(2)先進地の取組事例等を調査し、充実した

事業実施及び周知の徹底を通じて、子育て

支援事業の未利用者の参加拡大を図る。 

 

 

(3)保護者が必要とする情報を把握し、ガ

イドブックやホームページ等で情報の提供

に努める。 

「継続して進める」 

(1)研修等に参加し、知識と技術の向上に努

める。また、利用者から聞取り等行いニー

ズを把握し、支援事業の充実を図る。 

 

(2)先進地の視察や、取組事例等を調査し、

充実した事業実施及び周知の徹底を通じ

て、子育て支援事業の未利用者の参加拡大

を図る。 

 

(3)保護者が必要とする情報を把握し、ガイ

ドブックやホームページ等で情報の提供に

努める。 

担当係 子育てサポート係 
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３ 平成３０年度の点検及び評価 

点検項目 学びの連続性を重視した学力向上の取組み 

30 年度 

達成目標 

○全国学力・学習状況調査において、平均正答率が全国平均を上回る。 

○全国学力・学習状況調査児童生徒質問紙「いじめは、どんな理由があってもいけない

ことだと思うか」の問いに「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」と回答する

児童生徒の割合を 100％にする。 

○全国体力・運動能力、運動習慣等調査「体力・運動能力（実技）調査」において、小学

校及び中学校男女の体力が全国平均を上回る。 

○新学習指導要領実施に向け、小学校外国語、小中学校道徳を中心に、９か年の連続性

の視点を踏まえた教育課程の編成を行う。 

取組の 

概要 

１ 確かな学力（知） 

(1)９年を見通した教育課程の作成 

(2)学校改善プランの着実な実行 

(3)授業改善 

 ・ＩＣＴの活用（電子黒板・実物投影機・デジタル教科書） 

 ・習熟度別、少人数、Ｔ・Ｔ授業の実施（一貫教育推進講師の配置 算数・数学 2名） 

 ・「主体的・対話的で深い学び」の視点を取り入れた授業実践 

 ・小中９年間を見通した学習規律の徹底 

(4)特別支援教育の充実（支援員配置－各学校２名） 

(5)実物投影機及び電子黒板の未設置学級への設置 

２ 豊かな心（徳） 

 (1)「特別の教科 道徳」を中心とした道徳教育 

 (2)９年の連続した教育課程により「心」を育てる取組み 

 (3)発達段階を踏まえた児童・生徒指導 

３ 健やかな体（体） 

 (1)９年の連続した教育課程により「体力向上」を図る取組み 

 (2)発達段階を踏まえた体力向上プラン 

４ 独自教科「当別みらい学」 

  「当別みらい学」は、英語教育、ふるさと教育、キャリア教育の３本柱とする。今

後、教育課程への位置付けや内容の精選、評価などを検討し、義務教育学校開校を目

途に独自教科として設置する。 

５ 一貫教育に係る小中合同の取組み 

 (1)合同道徳やいじめ撲滅集会 

(2)芸術鑑賞や地域ボランティア等 
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 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて進展があった  

自己評価 

【成果】 

１ 確かな学力（知） 

(1)小中 9 年間を見通し、系統的な教育課

程を編成するため、学校教育指導員の指導

の下、小学校と中学校が連携し、教育課程

の編成に努めた。 

 

(2)全国学力・学習状況調査の結果を踏ま

え、教育委員会では、当別町学力向上プラ

ンを作成し、そのプランを元に、各学校に

おいては、学校改善プランを作成した。作

成と実行にあたっては、学校教育指導員が

指導助言を行った。 

 

(3)ＩＣＴ機器の有効活用により、児童・生

徒の授業中の集中力の向上が見られ、教材

提示の時間が短縮されたことにより、授業

時間が有効活用に活用できるなど、指導方

法の改善が図られた。 

習熟度別指導や、少人数指導及びＴ・Ｔ

指導を充実するために、北海道の加配事業

や町の非常勤職員を活用して、各々の加配

の目的に沿った働きが期待される。特に今

年度新たに加配された北海道の「授業改善

推進チーム活用事業」については、両小学

校において「主体的・対話的で深い学び」

の視点を取り入れた授業の研究、実践を行

っており、成果が期待される。 

また、活動通信「紡」を各学校へ配布。

成果を担任等へ還流している。 

  

(5)実物投影機及び電子黒板が未設置であ

った小学校低学年に設置を行った 
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 中間評価 最終評価 

自己評価 

２ 豊かな心（徳） 

 「特別の教科 道徳」を中心とした道徳

教育として、９年間の教育課程全体を通し、

児童・生徒の人間性・社会性を育み、「心」

を育てる教育を行うため、発達段階を踏ま

えた生徒指導について、教育指導員による

助言、指導を行った。また、平成３０年度

より教科化された小学校「特別の教科 道

徳」授業用の教育指導書等を各学校へ配布

した。 

 

３ 健やかな体（体） 

 教育委員会では、当別町体力向上プラン

を作成し、それに基づき、各学校では、１

校１実践の取り組みや、小中の乗り入れ授

業による体育指導等を実施している。 

 

４ 独自教科「当別みらい学」 

 「当別みらい学」については、当別町一

体型義務教育学校基本構想において、方向

性を示した。 

 

５ 一貫教育に係る小中合同の取組み 

(1)当別ライオンズクラブの協力により、地

域の講師を招いた小中合同道徳を実施。そ

れにあわせて、「小中合同いじめ撲滅集会」

児童・生徒が主体となって開催し、「いじめ

撲滅宣言」を採択した。 

 

(2)小中合同で企画した芸術鑑賞会に対し、

費用面、準備の支援等を行った。 

 

【課題】 

特別支援教育支援員の配置が１名の学校

があり、欠員の状態である。 
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 中間評価 最終評価 

今後の 

方向性 

「継続して進める」 

1(3)引き続き、授業改善を核とした学力向

上のため、小中学校間での一貫した校内研

修の取り組みを推進する必要があり、「授業

改善推進チーム」の「主体的・対話的で深

い学び」の視点を取り入れた授業実践を中

学校の校内研修でも取り入れられるよう取

り組みを継続する。 

 

(4)特別支援員の募集を継続する。 

 

担当係 学校教育係、一貫教育係 
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点検項目 小学校外国語の先進的取組み 

30 年度 

達成目標 

新学習指導要領に対応した外国語教育の円滑的な取り組みの実施 

１ 小学校の外国語活動・外国語の先行実施 

２ 小学校１年生からの外国語活動の導入及び指導体制の整備 

取組の 

概要 

１ 小学校の外国語活動・外国語の先行実施 

実施時数（３・４年生３５時間、５・６年生７０時間） 

２ 小学校１年生からの外国語活動の導入及び指導体制の整備 

(1) 一貫教育推進講師の配置（外国語 ２名） 

(2) ALT の配置（３名 年間１，０３７時間） 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて相当な進展があった  

自己評価 

【成果】 

１ 平成３２年度より全面実施される新学

習指導要領の移行期間に先行して完全実施

した。小学校では、低学年の生活科で外国語

に慣れ親しむための時間を１０時間、中学

年で「聞くこと」「話すこと」を中心にした

外国語活動の時間を３５時間（前年：１０時

間）、高学年で段階的に「読むこと」「書くこ

と」を加えた外国語科の時間を７０時間（前

年：３５時間）確保することができた。 

 

２(1)一貫教育推進講師２名（外国語）を各

校に配置し、外国語専科教員（中学校配置）

と連携して校区内の小学校の指導にあたる

ことで、小中一貫教育を通して、小学校１

年生からの９年間を見通した外国語教育の

推進を図った。 

 

(2)新学習指導要領の先行実施に向けて、

ALT を３名（前年：２名）配置することで、

小学校低学年で１０時間、中学年で３５時

間（前年：１０時間）、高学年で７０時間（前

年：３５時間）、中学校全学年で９時間の指

導時数を確保し、小学校外国語教育の実施

時数に対応することができた。 
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 中間評価 最終評価 

自己評価 

【課題】 

現在は、外国語指導が可能な一貫教育推

進講師、外国語専科教員やALTを配置する

ことで小学校外国語教育を進めているが、

今後は、学級担任の外国語の指導力向上の

ため、より充実した研修体制づくりが必要

である。 

 

今後の 

方向性 

「継続して進める」 

○新学習指導要領の完全実施を継続し、小

学校１年生からの外国語活動の導入に向

けた授業時数の確保等、より精度を上げ

て実施する。 

 

○一貫教育推進講師、外国語専科教員及び

ALT を継続して配置し、小中一貫教育を

通して、小学校１年生からの９年間を見

通した外国語教育の充実を図る。 

 

○一貫教育推進講師、外国語専科教員によ

る校内研修を実施するなど、学級担任の

外国語指導力の向上のための研修体制づ

くりを推進させる。 

 

担当係 学校教育係、一貫教育係 
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点検項目 地域や学校運営協議会、高校、大学との連携・協力 

30 年度 

達成目標 

各種の取り組みを行うことで、全国学力学習状況調査、児童・生徒質問紙の「地域・社

会とのかかわり」に関する項目において、「当てはまる」「どちらかといえば当てはまる」

と回答する児童生徒の割合を全国平均以上にする。 

取組の 

概要 

１ 学校運営協議会（ＣＳ）の活性化 

２ 当別高校との連携 

  ・家政科、園芸デザイン科、部活動等の連携推進 

３ 北海道医療大学との連携 

  ・学校支援ボランティアや町行事等への参加・協力 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて進展があった  

自己評価 

【成果】 
１ ＣＳの活性化のため、ＣＳの委員会に

教育委員会職員が出席し、助言等を行って

いる。各学校では、ＣＳ便りを発行し、保

護者や地域へ情報を発信している。ＣＳ活

動により、児童・生徒が地域とかかわる機

会が増えたことで、児童・生徒質問紙の「地

域・社会とのかかわり」に関する項目にお

いて、「当てはまる」「どちらかといえば当

てはまる」と回答した割合が、小学校で８

項目中５項目、中学校では、８項目中６項

目が全国平均を超える結果となった。 

 

２ 当別高校家政科の生徒が考案したメニ

ューを取り入れた「給食コラボ」を実施し

た。 

 

３ 町内各小学校において、北海道医療大

学生のボランティア９人の協力のもと、夏

季休業中の学習会を実施することができ

た。 

 

今後の 

方向性 

「継続して進める」 
上記の達成度を高めるため、引き続きＣ

Ｓの活動を支援し、地域・社会とのかかわ

りに対する主体的な意識の向上を図る。 

 

担当係 学校教育係、一貫教育係、給食センター 
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点検項目 学習環境の整備と義務教育学校構想 

30 年度 

達成目標 

〇老朽施設の適切な修繕を行う。 

〇当別町一体型義務教育学校基本構想を策定する。 

取組の 

概要 

１ 各学校施設設備の適切な管理 

２ 義務教育学校設立について 

・教育課程の検討 

・新校舎の検討 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて相当な進展があった 

 

自己評価 

【成果】 

１ 老朽化している西当別小学校屋内体育

館の屋根の改修を実施し、児童・生徒の安

全を図るために適切な整備を行った。 

２ 義務教育学校設立に向け、「当別町一体

型義務教育学校基本構想」案を作成し、パ

ブリックコメントや、住民説明会を実施し、

８月 1 日に「当別町一体型義務教育学校基

本構想」とした。 

 

今後の 

方向性 

「継続して進める」 

２ 義務教育学校の教育課程の詳細につい

ては、各学校の意見を踏まえ、検討してい

く。 

新校舎建設については、建設検討委員会

を立ち上げた。基本設計業務による、新校

舎の検討を進めていく。 

 

担当係 学校教育係、一貫教育係 
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点検項目 当別らしい食育の展開 

30 年度 

達成目標 

 食育を通じて児童生徒が自らの健康管理が出来るよう指導し、また食に関する正しい

知識と望ましい食習慣を身に付けさせる。 

 当別高校家政科や当別町食生活改善協議会と共同し、地元ならではの食育を実施して

いく。 

 公会計化の検討等、運営計画の見直しを進めていく。 

取組の 

概要 

(1)「食に関する指導の全体計画」についての指導・助言 

(2)学年の到達目標に留意した食育指導の実施 

(3)当別高校家政科や当別町食生活改善協議会との共同による食育推進 

(4)給食センターの運営改善（公会計化の検討） 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて一定の進展があった 

 

自己評価 

【成果】 

(1)食育を全ての学校の教育課程に位置づ

け、計画的な指導を実践している。 

 

(3)当別高校家政科と共同による４種類の

メニュー開発を行い、提供した。 

 

【課題】 

(2)各学校と栄養教諭間の打ち合わせ時間

の確保、指導内容や生徒の情報などについ

て、事前打ち合わせを密に行いたい。 

 

 

今後の 

方向性 

「継続して進める」 

(2) 給食時間を利用した訪問指導の実施

と、各学年の到達目標に応じた食育指導の

実施。 

 

(3)当別高校家政科との新メニュー共同開

発（給食コラボ）や食生活改善協議会との

食育授業（エプロンシアター）に今後も取

り組んでいく。 

 

(4)他市町村の事例を参考にしながら、給食

費の検討等、運営計画の見直しを進める。 

 

 

担当係 給食センター係 
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点検項目 生涯学習推進 

30 年度 

達成目標 

(1)関係機関と連携し、それぞれの特色を生かした学習プログラムの充実を図る。 

(2)当別町 150 年を迎える 2020 年に向けて、当別町の歴史に対しての町民の興味、関心

を高める。 

(3)社会教育団体の活性化を図る。 

取組の 

概要 

(1)町内の高校、大学、ふれスポ等の各団体と連携した講座を開催し、異世代交流を図る

とともに、各団体の特色を活かした活動を行う。 

(2)古文書の解読や整理を進めるとともに、町内に散在する史料の収集及び整理を行う。

また、当別町の歴史に関する学習機会を提供し、町民の興味、関心を高めるため、「当

別町歴史学習講座」、「当別町歴史講演会」、「当別伊達記念館企画展」を開催する。 

(3)各種社会教育団体と連携して各種事業等を実施する。又、各団体に必要な情報提供を

行い、社会教育関係者の育成と社会教育団体の活性化の促進を図る。 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて相当な進展があった 

 

自己評価 

【成果】 

(1)町内の中学校、高校、大学等と連携して

講座を開設することで受講者の学習要求に

応えることができた。各世代との交流を深

めることはもとより、各教育機関が持って

いる機能を生かすことができ、幅広い生涯

学習の機会提供の場となった。 

 

(2)吾妻家古文書の解読や整理をし、歴史研

究を推進した。各講座は、アンケート結果

から、当別開拓の歴史について理解を深め

るとともに歴史学習意欲の向上の機会とな

った。 

 

(3)各団体が自発的な研修会、研究会の企画

立案等の実施により、社会教育に関わる各

種役員、指導者等関係者の資質向上が図ら

れた。 
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 中間評価 最終評価 

 【課題】 

(1)受講者へのアンケート等で学習ニーズ

の把握に努めているが、今後は様々な分野

の指導者の発掘や養成も必要である。また、

高齢者の方々が持っている経験や技能を生

かす場を作っていくことも必要である。 

 

(2)収集が必要な史料の内容の洗い出し、整

理方法やスケジュール等について入念な計

画を立て作業に当たることが必要である。

また、町民の学習ニーズを的確に捉え、歴

史事業内容を計画する必要がある。 

 

(3)各単位団活動の情報収集を進め、より

よい支援内容について検討する必要があ

る。また、各種事業の参加者数が振るわな

いものもあり、周知方法や内容について参

加しやすい工夫が必要である。 

 

 

今後の 

方向性 

【継続して進める】 

(1)社会教育事業全般で多世代交流の事業

を推進するよう各団体との連携を図ってい

く。 

 

(2)町内学校や各事業所等から当別町の史

料の収集に努める。また、当別町歴史学習

講座では、参加者のニーズに合わせて学習

内容や手法を工夫しながら、継続して歴史

学習の機会を提供する。 

 

(3)各団体と社会教育課の連携だけではな

く、団体同士や団体と学校の連携など、よ

り活動が活性化するよう支援していく。 

 

 

担当係 生涯学習係、文化財・町史編纂係 
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点検項目 児童生徒の成長を支援する「学校を核とした地域力強化プラン事業」の実施 

30 年度 

達成目標 

(1)学校支援地域本部と学校が連携し、学校が要望する授業支援者を提供し、教育活動の

充実を図る。 

(2)放課後学習会及び土曜教室、当別キッズインターナショナルクラブを実施し、子供達

の学習習慣の定着と学力向上を図る。 

取組の 

概要 

学校支援地域本部にコーディネーターを配置し、地域の人材を活用した学習支援活動

を実施する。 

＜支援活動＞ 

 ・読書活動（朝読書） 

 ・授業支援（プール学習、スキー学習、格技授業） 

 ・長期休業中の学習支援を行う。 

 ・年 10 回の土曜教室を実施する。 

 ・年６回の土曜学習会を実施する。 

 ・週１回の放課後学習会を実施する。 

 ・年 10 回の英語体験活動を実施する。 

 中間評価 最終評価 
目標の 

達成状況 
達成に向けて相当の進展があった 

 

自己評価 

【成果】 
放課後学習会の継続実施等により、家庭

学習の定着化が図られている。また、小学

生は土曜教室で体験的な学習や中学生は土

曜学習会でテスト前講座を実施したことに

より、土曜日の有効的な活用が図られると

ともに、参加している児童・生徒は積極的

に学習に取り組んでいる状況から学習意欲

の向上につなげることができている。 

 
【課題】 
学校支援ボランティアの登録者数は多い

が、学習支援に協力できる人が少なく、特

定の人に負担が多い状況から、学習支援を

継続的に活動できる人員の確保が必要であ

る。 

 

 

今後の 

方向性 

【継続して進める】 
放課後学習会や土曜教室・土曜学習会を

中心に、積極的に学習する児童・生徒を継

続して支援する。 

 

 

担当係 生涯学習係、学校教育係、一貫教育係 
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点検項目 家庭教育支援 

30 年度 

達成目標 

(1)子ども未来課と連携し地域子育て支援センター事業などで保護者支援を実施する。 

(2)ブックスタート、ブックセカンド事業の趣旨を理解してもらい読み聞かせ会への参加

を前年度比 10％増やす。 

取組の 

概要 

(1)絵本の読み聞かせ講座、あそびのひろばなどと協賛して学びカフェを実施や、絵本の

紹介などを通して学びや相談機会を充実させる。 

(2)10 か月健診時にはブックスタート、小学校 1 年生はブックセカンドで本をプレゼン

トする中で乳幼児期からの読み聞かせ体験の大切さを知ってもらう。 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて進展があった 

 

自己評価 

【成果】 

(1)あそびのひろばで読み聞かせや絵本の

紹介、イベントで「学びカフェ」を開催し

た。 

 

(2)ブックスタートについては多くの保護

者が知っていた。ブックセカンドは乳幼児

健診で周知ができた。 

 

【課題】 

(1)保護者同士の交流が持てるように雰囲

気作りが必要である。 

 

 

今後の 

方向性 

【継続して進める】 

(1)子ども未来課と連携して「学びカフェ」

の実施する。 

 

(2)健診やうちどく通信などで情報提供を

行い、幼少期の読書の大切さについて知っ

てもらう。 

 

 

担当係 生涯学習係 
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点検項目 読書活動推進 

30 年度 

達成目標 

(1)誰でも利用しやすい図書室の環境整備を行い、利用実績を前年度比 10％増やす。 

(2)巡回図書事業の趣旨を理解してもらい、多くの子どもたちが興味、関心をもつことが

できるような選書を行う。 

取組の 

概要 

(1)両図書室の環境整備を行い、よりたくさんの本に出合えるような展示、配架の工夫を

し、利用促進を図る。 

(2)季節に関するテーマや新鮮さを感じることができるような選書の取り組みをする。 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて進展があった。 

 

自己評価 

【成果】 

(1)両図書館の環境整備を行うことで、利用

者から図書館がきれいになり、環境が良く

なったとの声が聞こえ、利用者の増加やサ

ービスの向上へと繋げることができた。小

中学生から大学生の学習等の利用者が増え

ている。 

 

(2)乳幼児から中学生までの巡回図書をす

ることで多くの本に触れる切っ掛けを作る

ことができた。 

 

【課題】 

(1)日々の環境を整え、来場者が新鮮さを感

じるよう飽きさせない本の展示や配架を行

い、周知していく必要がある。 

 

(2)巡回図書のことを多くの子どもたちに

知ってもらうことが必要である。 

 

 

今後の 

方向性 

【継続して進める】 

(1)環境整備を行い、新鮮さを感じられるよ

うな両図書室にすることで、利用者増加に

向けて継続的に進める。 

 

(2)本の紹介などの展示をし、貸出利用の増

加への取組を進める。 

 

 

担当係 生涯学習係 
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点検項目 子育て支援の充実 

30 年度 

達成目標 

(1)保育料無償化の拡大 

(2)子育て支援センター事業の充実。 

(3)ファミリー・サポートセンターの利用推進を図る。 

(4)児童の学習習慣の定着と体力向上を図る。 

(5)子ども発達支援センターの機能向上を図る 

(6)幼保小間の情報共有と効果的な接続への取組みを図る。 

取組の 

概要 

(1)全ての子どもが等しく幼児教育を受けられる機会を確保し、就学前の幼児教育を定着

させるため、利用者の経済的負担の軽減を図る。 

(2)子育て親子、地域住民、異世代との交流など地域全体で子育てに関わることができる

子育て支援センター事業を展開する。 

(3)ファミリー・サポートセンター事業について周知し、ファミリー・サポート・システ

ムの利用に繋げる。 

(4)プレイハウス活動内の学習時間を設定し、学習習慣の定着を図る。 

また、ふれスポが行う運動・スポーツ指導により、体力の向上を図る。 

(5)子ども発達支援センターと関係機関との連携による情報共有と、研修への参加等によ

り職員の対応力向上に努める。 

(6)認定こども園、保育所からのスムーズな小学校への接続を目指し幼保小間の情報共有

等を進める。 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて進展があった 

 

自己評価 

【成果】 

(1)北海道の補助金を一部活用しながら、３

歳児未満児第２子以降の保育料無償化を継

続して実施した。１号認定子どものうち、

年収３６０万円未満相当世帯の保育料軽減

を実施した。 

 

(2)親子の交流の場の提供や子育てについ

ての相談のほか、町内外で活動する外部か

らの講師や町内農家を講師に招き、子育て・

親育ち講座を開催した。 

 

(3)子育て支援センター、ポスター掲示、ホ

ームページ等で利用の周知を図った。 
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 中間評価 最終評価 

自己評価 

(4)学習時間の設定、学習指導員の配置によ

り、７割程度の児童に学習習慣の定着が見

られる。 

また、専門の指導員による運動指導を行

い、体力向上を図った。 

 

(5)福祉部局、保育所、認定こども園等の関

係機関と連携し、対象児童の状況を把握し、

発達支援事業を実施した。 

 

(6)各園在籍５歳児の学校見学を実施し、就

学に向けた意識づくりの契機となった。 

 

【課題】 

(1)利用者の経済的負担軽減及び出生数増

加のため、更なる効果的な保育料無償化に

向けた取組の拡大が必要。 

 

(2)子育て支援センターの未利用者に、支援

事業の取組みや各講座、イベント開催を周

知する更なる取組みが必要である。 

 

(3)子育ての援助を必要としている保護者

に対し、ファミリー・サポート事業の利用

を周知するための取組が必要である。 

 

(4) 学習の取組みに個人差があるため、学

習習慣の定着に向けて、柔軟な学習時間の

設定が必要である。 

 

(5)今後の継続した支援体制づくりのため、

更なる職員のスキルアップを図りながら、

関係機関が同一の視点に立てるよう情報共

有に努める。 

 

(6)より効率的かつ効果的な就学に向けて

の支援のため、各園と小学校との連携強化

が必要である。 
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 中間評価 最終評価 

今後の 

方向性 

「継続して進める」 

(1)補助金等を最大限に活用しながら、完全

無償化を目指すとともに、国が示す平成３

１年１０月からの３歳から５歳児の無償化

に併せ町の体制整備を行う。 

 

(2)利用者のニーズを把握するため、子育て

支援センター事業についてアンケート調査

等実施し、子育て支援に効果的な事業を展

開する。 

 

(3)ファミリー・サポートセンター事業の利

用を推進するため、子育て支援センター、

広報、ホームページ、子育てガイドブック

等で事業の周知を図る。 

 

(4)学習時間の検討や学習指導員の学習指

導により、更なる学習習慣の定着に努める。 

 

(5)児童発達支援に係る現場の対応力の更

なる向上を目指し、関係職員の研鑽を深め

る。 

 

(6)各園と各小学校の連携体制の定着を図

り、継続して密接な情報交換が図られる体

制づくりに努める。 

 

 

担当係 子ども係、子育てサポート係 
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点検項目 幼児教育の充実 

30 年度 

達成目標 

(1)町立ふとみ保育所の平成 31年４月の認定こども園化の円滑な移行を図る。 

(2)就学に向けた幼保小間の情報共有と効果的な接続を図るための仕組みづくりを進め

る。 

取組の 

概要 

(1)町立ふとみ保育所の私立認定こども園化に向け、事業者の選考を行うとともに、移行

に向け、北海道、運営法人と連携し、新年度の認定こども園への移行を円滑に進める。 

(2)スムーズな就学に繋がる仕組みづくりを構築すると効果的な接続への取組みを進め

るため、各在園児５歳児の学校見学、授業体験、児童との交流等を実施し、児童に関

する情報の提供等を密に行うとともに接続プログラムを策定する。 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて進展があった 

 

自己評価 

【成果】 

(1)公私連携幼保連携型認定こども園運営

法人選定のため公募を行い、プロポーザル

審査会を設置し、運営法人を決定すること

ができた。 

(2)スムーズな就学に繋がる仕組みづくり

を構築することと、効果的な接続への取組

みを進めるため、各在園児５歳児の学校見

学、授業体験、児童との交流等を実施し、

児童に関する情報の提供等を密に行った。 

 

【課題】 

(1)北海道の認可手続き、運営法人等関係機

関との調整を行いながら、次年度からの認

定こども園の開園準備を進める。 

(2)スムーズな就学に繋がる仕組みづくり

を構築することと、効果的な接続への取組

みを進めるための接続プログラムを策定す

る。 

 

 

今後の 

方向性 

「継続して進める」 

(1)平成３１年４月の認定運営法人、北海道

等関係機関と協議を進めつつ、利用者ニー

ズを踏まえた保育サービスの提供に努め、

質の高い幼児教育の実施に向け運営法人と

協議を進める。 

(2)幼保小の連携を図り、スムーズな就学に

つなげるための幼保小接続プログラム策定

に努める。 

 

担当係 子ども係 
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点検項目 早期療育の推進 

30 年度 

達成目標 

(1)子ども発達支援センター全指導員の質の向上を図る 

(2)発達障がいへの理解・認識の促進及び支援の充実を図る。 

(3)乳幼児健診等において育児相談及び発達相談を実施する。 

取組の 

概要 

(1)指導員の各種研修棟への参加及び専門機関による指導検証等を実施する。（北海道立

子ども総合医療・療育センター年２回以上、社会福祉法人麦の子会所属発達心理士年

６回以上ほか） 

(2)子ども発達支援センター利用児童の保護者や関係機関を対象に、北海道立子ども総合

医療・療育センター等の専門職員を招き、発達障がいやその支援等について学習会等

を開催する。 

(3)乳幼児健診等に指導員が出向き、積極的に育児相談・発達相談の実施に努める。 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成した 

 

自己評価 

【成果】 
(1)専門的な視点からの子どもの捉えや接

し方等を指導等に取り入れることで支援内

容の充実に寄与した。 

 

(2)講師を招き、保護者向けに発達の診方と

支援方法について学習会を開催した。また、

関係機関への助言等をいただき、発達障が

い等についての理解や認識を深めることが

できた。 

 

(3)乳幼児健診全３回において、育児相談等

を実施し、４件の相談があり、うち１件が

通園へと繋がった。 

 

【課題】 
(1)研修会等の内容を精査し、より専門的な

研修会への参加を検討する。 

 

(2)参加できない関係機関との連携、情報共

有の方法を考え、効果的な支援に繋げてい

く必要がある。 

 

 

今後の 

方向性 

「継続して進める」 
(1)指導員の質の向上に努める。 

 

(2)関係機関との共通認識の重要性につい

て理解や連携を促し、さらなる充実を図る。 

 

(3)早期療育を効果的に進めるための重要

且つ意義のある取り組みであることから一 

層の推進を図る。 

 

 

担当係 子ども係 
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点検項目 社会全体で子供を守る体制の構築 

30 年度 

達成目標 
児童虐待等の防止及び発生時の迅速・適切な対応をする。 

取組の 

概要 

(1)要保護児童対策調整機関として各関係機関との連携協力体制の強化を図る。 

(2)広報、ホームページ、子育てガイドブックなどで児童虐待について情報提供し、

早期発見と未然防止に努める。 

 中間評価 最終評価 

目標の 

達成状況 
達成に向けて進展があった。 

 

自己評価 

【成果】 

(1)虐待疑い通告を受け、各関係機関から情

報収集し、ケース検討会議を開催した。 

 

(2)ポスターの掲示、パンフレットを設置

し、児童虐待の防止を周知した。また、新

たに子育てガイドブックに虐待の種類、内

容、相談先など掲載し、児童虐待防止の啓

発を行った。 

 

【課題】 

(1)通告後に適切な対応をするため、職員の

知識と技術の向上が必要である。 

 

(2)児童虐待等について防止の意識を高め

る周知方法の検討が必要である。 

 

 

今後の 

方向性 

「継続して進める」 

(1)児童虐待等の未然防止、早期発見に向け

て関係機関と連携し、適切な対応に努める。 

 

(2)広報、ホームページ、ポスター掲示、オ

レンジリボンの普及啓発、子育てガイドブ

ックに虐待記事を掲載など行い、児童虐待

の未然防止、早期発見に努める。 

 

 

担当係 子育てサポート係 
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第４章 外部評価 

 

〇外部評価委員 

 
柴 草 良 司 氏（元小学校校長） 
浜 上 尚 也 氏（当別町社会教育委員会委員長） 
鈴 木 智 明 氏（当別町 PTA 連合会会長） 

 
 教育委員会において実施した事務事業評価に対し、教育に関し学識経験を有

する３名の方からは、平成２９年度最終評価及び平成３０年度中間評価につい

て、概ね妥当であるとの評価をいただきました。 
なお、点検及び評価に関する意見や助言を今後の取組に反映いたします。 

 
１ 学校教育分野について 

 

学識経験者の意見  今後の活動方針  

 平成２９年度全国学力・学習状況調

査における平均正答率の結果は、全国

平均を上回ることができなかったが、

確実に全国との差が縮まっているとの

評価でした。一貫教育推進講師の増員、

学校改善プランへの指導助言、デジタ

ル教科書の配備、課外における補助講

習の実施、長期休業中の教職員研修の

実施などの取り組みの結果ではないか

と思われます。下位層の割合が全体的

に減少傾向にあることから、今後とも

下位層を含め、確かで豊かな学力の定

着を目指し、一人ひとりの子どもたち

がじっくり考え、話し合って問題を解

決する授業改善に向けた先生方の一層

の努力が期待されるところです。 

 
 

 
 
 

ご指摘の事業を含め、今後も子ども

達の学力向上のため、積極的支援を行

って参ります。 

また、学力向上には、教師の授業改

善が不可欠であることから、アクティ

ブラーニングの視点を見据えた授業改

善に、より一層取り組んで参ります。 
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学識経験者の意見  今後の活動方針  

全国学力・学習状況調査児童生徒質

問紙において、「どんな理由があっても

いじめはいけないことだと思う」と回

答する児童生徒の割合が 100％に到達

していないのはどうしてなのか、素朴

な疑問を持っております。 

 

小中一貫教育学校であることを生か

した取り組み、例えば、児童会・生徒

会合同による「いじめ撲滅集会」や、

小中合同道徳授業、ボランティア活動

を実施する中で、「いじめを許さない」

という意識が、一人ひとりに形成され

るよう取り組んで参ります。 

 

「当別町一体型義務教育学校基本構

想」におけるカリキュラム編成の考え

方については、細かく設定されている

と思います。 

 

 さらに改善を進め、当別らしいカリ

キュラムを作って参ります。 

 

改善プランの作成、ICT 機器の有効

活用、習熟度別指導や少人数指導及び

TT 指導の充実など、学校改善、授業改

善に向け、教育委員会を中心として各

校のご尽力に期待するところが大で

す。 

 

今後も、より充実した学校経営のた

め、環境整備に努めて参ります。 

今の時代、デジタル化・ペーパーレ

ス化が進んでおり、今の子ども達が社

会に出るころには、紙が無くなってい

る時代になっているかもしれません。

パソコン・iPad など電子化の授業など

を取り入れた方がよいのではないかと

思います。 

当別町におきましてもパソコン等を

活用した授業は、ごく自然な状況にな

っておりますが、2020 年からは、「プ

ログラミング教育」が必修となること

から、iPad など、さらなる ICT 機器の

整備に取り組んで参ります。 

教職員研修会は効果があると考えま

すので、今後も定期的な継続が望まし

いと思われます。 

 

研修会は、教職員の資質向上のため

に不可欠であり、今後も継続して実施

して参ります。 

教育に携わる人材の確保を早めに行

う必要があると考えます。 

 
 

非常勤職員や講師は、町の施策を推

進する上で重要な役割を担っておりま

す。引き続き優秀な人材を確保するよ

う努めて参ります。 
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学識経験者の意見  今後の活動方針  

 小中９年間を見通した系統的な教育

課程の編成は、小中の先生方に大きな

負担がかかることが予想されますが、

人員の配置や時間を考慮され当別らし

い教育課程が作成されるよう期待して

います。 

 

すでに教科系統表が作成され、系統

だった授業が実践されていますが、今

後も当別町の子ども達の成長のため、

教職員が一丸となって当別ならではの

教育課程を作成して参ります。 

 CS と学校教育との連携について、明

確化していく必要があると考えます。 

 
 

学校運営協議会については、学校支

援や地域の活性化を担う組織として、

自主性・主体性を持った組織に成長さ

せていくことが重要と考えます。 

 

単に少子化、校舎の老朽化により、

やむを得ず一体化したという事ではな

く、今迄は小学校・中学校と校舎が別々

で子ども達もお互いに顔もわからない

状況でありましたが、これを期に、教

育授業の一環として、中学生が小学生

の教育をしたり、小学生が中学生から

学ぶという事が身近にできるような授

業を設けてはよいのではないかと思い

ます。 

 

小中一貫教育では、「縦のつながり」

を重視した当別ならではの「学び」を

取り入れています。それにより、下級

生は高学年の子どもの姿を「憧れの見

本」とし、上級生は自己有用感を意識

するなどの効果が出ています。今後も

そういった取り組みの充実を図って参

ります。 

体力の向上につながる事業や授業、

あるいはクラブ活動についての在り方

を同時に考案していくことも必要であ

ると考えます。 

 

 少年団活動の活性化など、社会教育

と連携した取り組みや体力向上プラン

の推進、また、外部指導者を導入する

ことなど検討して参ります。 

 

部活動指導員の導入について考えて

いるでしょうか。教職員の長時間勤務

軽減にもつながると考えます。 

 

ご指摘のとおりですので、導入につ

いて検討して参ります。 
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学識経験者の意見  今後の活動方針  

「当別みらい学」という独自教科の

創設、当別ライオンズクラブとの連携

など、当別で育ち、当別で生きる児童

生徒のことを主眼にした取り組みが大

きな成果を生むことが期待されます。 

積極的に進めて参ります。 

町内各校において、授業前に朝読書

の時間を設けていますが、本を読まな

い子どもが多い中、読書は文章を理解

し、読者の発想力を身につけることと

なるので、非常に良い活動だと思いま

す。 

読書は子どもの読解力の向上につな

がることから、引き続き取り組んで参

ります。 
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２ 社会教育分野について 

 

学識経験者の意見 今後の活動方針 

地域の人材を活用した学習支援活動

の取り組みは、大きな成果をあげてい

ると思います。この人材活用の効果を

広く周知することで、次につなげるこ

とができると考えます。今後も広く人

材の発掘を行うことと、支援者への環

境整備をお願いします。 

  

学校支援に協力するボランティア募

集については、広報や掲示板などの他

に、大学などへも積極的に働きかけを

行うなど確保に努めております。今後

も継続して募集を続けて参ります。 

また、有償でのボランティアとする

など、少しづつ環境を整備していると

ころであります。 

 

部活動への指導者の体系づくりを考

えていっては、どうでしょうか。 

 

 学校が希望する部活動指導者の支援

要請については、当別中学校に１名を

派遣することができました。今後も、

学校が要望する種目と指導者をコーデ

ィネートして参ります。 

  

高齢者事業は、福祉との連携を考え

ても良いのではないでしょうか。 

 

 高齢者学園ことぶき大学では、NPO

法人まちの森（障がい者活動支援団

体）、当別高校、町内中学生との交流を

主に行ってきました。それらを継続し

ながら、福祉団体等との連携も検討し

て参ります。 

運動施設の環境整備について、広く

意見を聴取するなどして事業展開して

はいかがでしょうか。 

また、建築物点検調査等なども必要

であると考えます。 

町民のニーズの把握をもとに、施設

の環境整備に努めて参ります。 

 

ブックスタートの効果がどのように

現れているでしょうか。 

測る尺度はありませんが、保護者に

よる本の読み聞かせを促すことによ

り、将来の読書習慣へとつながること

を期待しております。「ブックセカン

ド」では、自分の選んだ本を受け取っ

た子ども達の笑顔がその効果を物語っ

ていると考えます。 

-61-



３ 子育て・幼児教育分野について 

 

学識経験者の意見  今後の活動方針  

 どの事業も必要性の高いものと思わ

れます。重点目標（家庭教育支援）に

もあるようにイベントと連携するなど

して、有効な展開方法を考えることも

方策であると考えます。 

 
 

子育て支援施策の推進については、

子育て支援センター職員の学びカフェ

ナビゲーター講習受講などを通して職

員の資質向上に努め、子育て支援セン

ターが開設する「遊びの広場：親子の

交流事業」において気軽に子育て相談

ができる環境の充実に努めておりま

す。子育て支援施策の事業効果をより

高めるため各種イベント等との連携を

検討し、より多くの人が子育て支援事

業・施策の利用につながり、各事業の

効果が高まるよう努めて参ります。 

 

４ その他 

 

学識経験者の意見  今後の活動方針  

当別町も人口減少と少子化が進んで

おり、いかに当別の人口を増やせられ

るのか。他の自治体の例をとると、ア

ピール事業として、高校入学者を全国

から呼び寄せる留学生制度（一部留学

生に対し補助金制度あり）や、マラソ

ン大会での観光アピール等を実施して

いるようです。予算の関係など問題点

はあると思いますが、一定の効果はあ

ると思われます。 

 

町長部局とも連携し、人口増や交流

人口増を図る施策を実施して参りま

す。 
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《資 料 編》 
 



１ 教育委員会委員名簿 

 
（平成３０年９月３０日現在） 

氏  名 生年月日 任       期 

教育長 

本 庄 幸 賢 

s28.11.26 １期 

 

１期 

【旧教育長】 

平成 25 年 10 月  1 日から平成 28 年  9 月 30 日 

【新教育長】 

平成 28 年 10 月  1 日から平成 31 年  9 月 30 日 

 

 

教育長職務代理者 

武 岡 和 廣 

s24. 9. 4 １期 

２期 

平成 22 年 10 月  1 日から平成 26 年  9 月 30 日 

平成 26 年 10 月  1 日から平成 30 年  9 月 30 日 

【委員長職務代理者】 

平成 24 年 10 月  1 日から平成 28 年  9 月 30 日 

【教育長職務代理者】 

平成 28 年 10 月  1 日から平成 30 年  9 月 30 日 

 

 

委員 

寺 田 郷 子 

s40.10. 6 １期 

２期 

平成 23 年 12 月 15 日から平成 27 年 12 月 14 日 

平成 28 年 12 月 15 日から平成 31 年 12 月 14 日 

 

 

委員 

小 林 泰 雄 

s47. 1.13 １期 

２期 

平成 24 年 10 月  1 日から平成 28 年  9 月 30 日 

平成 28 年 10 月  1 日から平成 32 年  9 月 30 日 

 

 

委員 

佐々木 成 尉 

S48.6.1 １期 平成 29 年 11 月  1 日から平成 33 年 10 月 31 日 
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３　平成２９年度教育関係予算・決算並びに平成３０年度教育関係予算

（単位：円）

予 算 額
繰越事業費
繰 越 額 予 算 額

繰越事業費
繰 越 額

３　民生費 ２　児童福祉費 １　児童福祉総務費 602,000 0 519,868 0 82,132 13,718,000 0

３　保育所費 268,490,000 0 268,431,119 0 58,881 253,368,000 0

４　子育て支援センター費 2,894,000 0 2,746,659 0 147,341 2,940,000 0

５　子ども発達支援センター費 17,716,000 0 17,588,351 0 127,649 19,941,000 0

６　子どもプレイハウス費 17,765,000 0 17,188,779 0 576,221 18,137,000 0

307,467,000 0 306,474,776 0 992,224 308,104,000 0

307,467,000 0 306,474,776 0 992,224 308,104,000 0

９　教育費 １　教育総務費 １　教育委員会費 1,833,000 0 1,786,266 0 46,734 1,743,000 0

２　事務局費 4,096,000 0 3,993,163 0 102,837 4,501,000 0

３　教育振興費 37,468,000 0 33,456,479 0 4,011,521 40,966,000 0

４　スクールバス運営費 53,418,000 0 51,627,764 0 1,790,236 55,485,000 0

５　学校給食費 94,104,000 0 93,373,333 0 730,667 103,916,000 0

６　施設費 6,563,000 0 5,812,127 0 750,873 5,347,000 0

197,482,000 0 190,049,132 0 7,432,868 211,958,000 0

２　小学校費 １　学校管理費 32,912,000 0 31,956,232 0 955,768 34,208,000 0

２　教育振興費 31,773,000 0 29,371,077 0 2,401,923 35,836,000 0

３　施設費 35,088,000 0 34,812,698 0 275,302 40,842,000 0

99,773,000 0 96,140,007 0 3,632,993 110,886,000 0

３　中学校費 １　学校管理費 32,926,000 0 31,978,744 0 947,256 34,407,000 0

２　教育振興費 28,835,000 0 27,343,969 0 1,491,031 28,345,000 0

３　施設費 14,104,000 0 13,922,761 0 181,239 11,072,000 0

75,865,000 0 73,245,474 0 2,619,526 73,824,000 0

４　社会教育費 １　社会教育総務費 9,322,000 0 8,967,856 0 354,144 9,284,000 0

２　社会教育施設費 36,617,000 0 36,177,609 0 439,391 35,715,000 0

３　文化財保護費 4,537,000 0 3,791,857 0 745,143 3,819,000 0

４　指導センター費 2,779,000 0 2,750,082 0 28,918 2,710,000 0

５　青少年費 831,000 0 830,451 0 549 825,000 0

54,086,000 0 52,517,855 0 1,568,145 52,353,000 0

５　保健体育費 １　保健体育総務費 44,831,000 0 44,581,256 0 249,744 44,535,000 0

２　プール運営費 1,671,000 0 1,669,874 0 1,126 1,729,000 0

３　総合体育館費 10,162,000 0 9,594,722 0 567,278 18,496,000 0

56,664,000 0 55,845,852 0 818,148 64,760,000 0

483,870,000 0 467,798,320 0 16,071,680 513,781,000 0

 小　　　計　　　

翌 年 度
繰 越 額
[繰越明許費]

目

支 出 済 額 不 用 額

 小　　　計　　　

 小　　　計　　　

 小　　　計　　　

款

 合　　　計　　　

 合　　　計　　　

 小　　　計　　　

平 成 ２ ９ 年 度 平 成 ３ ０ 年 度

予 算 現 額 予 算 現 額

　　　　 小　　　計

項
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